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【教育委員会提出資料】 

議案第１号 教育部学校教育課 

令和６年５月 23 日提出 (課長)上條貴芳 (担当)高橋満 

  

タイトル 安曇野市教育振興基本計画策定検討委員会委員の委嘱等について 

協議を要する事

項の内容 
委員の委嘱（職員にあっては任命）に係る協議 

要旨  

説明 

安曇野市情報公開条例 （平成 18 年安曇野市条例第５号）第５条 第１項第

２号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は

識別され得るものに該当するものであるため、非公開とします。 

 

 

 

 

 





【教育委員会提出資料】 

議案第２号 教育部学校教育課 

令和６年５月 23 日提出 (課長)上條貴芳 (担当)堀内雅文  

  

タイトル 安曇野市学校運営協議会に係る委員の任命について 

協議を要する事

項の内容 
委員の選任に係る協議 

要旨  

説明 

安曇野市情報公開条例 （平成 18 年安曇野市条例第５号）第５条 第１項第

２号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は

識別され得るものに該当するものであるため、非公開とします。 

 

【 

 

 





議案第３号 教育部 各課 

令和６年５月 23 日提出  

  

タイトル 共催・後援依頼について 

決定を要する事項の内容 教育委員会の共催・後援依頼についての協議 

要旨 

 

課名 共催 後援 

学校教育課 ２件  

生涯学習課 ２件 ３件 

文化課 １件 ３件 

子ども家庭支援課  １件 

               （詳細 別紙） 

○安曇野市教育委員会の共催及び後援等に関する取扱基準（平成21年教育委員会告示第９号） 

（定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 行事 講演会、演奏会、展覧会等の集会、体育大会等の催し物をいう。 

(２) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。 

(３) 後援 行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいい、責任の負担はしないことを 

いう。 

（審査基準） 

第３条 教育委員会は、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催する行事は、共催又は後援するもの

とする。 

(１) 国又は地方公共団体 

(２) 学校又は学校の連合体 

２ 教育委員会は、前項の団体以外が主催する場合は、次に掲げる事項を満たすことが明らかに確認

できるものに限り、共催又は後援をするものとする。 

(１) 行事の内容が教育、学術、文化及びスポーツの普及向上に寄与するものであること。 

(２) 公益性のあるもので営利を目的としないものであること。 

(３) 政治活動又は宗教活動と認められないものであること。 

(４) 参加者等の参集予定範囲が市内全域又はそれ以上であること。 

(５) 入場料、参加料、出品料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に 

ついて配慮がなされており、営利事業的なものでないこと。 

(６) 団体内の親睦等が主たる目的ではないこと。 

（教育長の専決範囲） 

第４条 後援の承認について、教育長が専決できる行事は次に掲げるとおりとする。 

(１) 前条第１項に規定する行事 

(２) 過去に教育委員会が承認した行事（団体又は行事が、前条第２項の規定を満たしているか判 

断し難いものは除く。） 
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申請書類は、安曇野市情報公開条例 （平成18年安曇野市条例第５号）第５条 第１項第２号に
規定する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものに該当する
ものであるため、非公開とします。



学
校

教
育

課
 

  
     

種
別

(共
催

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

中
信

地
区

中
学

校
体

育
連

盟
代

表
　

髙
木

誠
二

郎

教
育

の
一

環
と

し
て

行
っ

て
き

て
い

る
部

活
動

の
練

習
の

成
果

を
発

揮
す

る
場

と
し

て
、
ま

た
中

学
生

の
心

身
の

健
全

な
発

育
・発

達
・
体

力
の

向
上

に
貢

献
で

き
る

こ
と

か
ら

、
共

催
を

必
要

と
し

ま
す

。

4
月

2
2

日
令

和
６

年
６

月
１
日

～
３
０

日

豊
科

南
部

公
園

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

A
N

C
ア

リ
ー

ナ
、
堀

金
総

合
体

育
館

、
三

郷
文

化
公

園
体

育
館

、
穂

高
総

合
体

育
館

、
豊

科
南

中
学

校
、
豊

科
北

中
学

校
、
三

郷
中

学
校

、
穂

高
東

中
学

校
、
穂

高
西

中
学

校

ス
ポ

ー
ツ

活
動

を
通

し
て

、
中

信
地

区
中

学
生

の
心

身
の

健
全

な
発

育
・
発

達
を

支
援

す
る

た
め

陸
上

競
技

、
水

泳
、
バ

ス
ケ

ッ
ト

ボ
ー

ル
、

サ
ッ

カ
ー

、
軟

式
野

球
、
ソ

フ
ト

テ
ニ

ス
、
卓

球
、
バ

ト
ミ

ン
ト

ン
、
柔

道
、
剣

道
、
新

体
操

、
〇

〇
-

基
準

第
3

条
第

2
項

に
よ

り
可

■
中

信
地

区
中

学
校

体
育

大
会

主
催

：
中

信
地

区
中

学
校

体
育

連
盟

種
別

(共
催

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

(公
財

)長
野

県
国

際
化

協
会

理
事

長
　
マ

キ
ナ

リ
ー

浩
子

催
し

が
参

加
児

童
生

徒
の

学
校

教
育

や
学

校
活

動
の

推
進

に
資

す
る

も
の

で
あ

る
か

ら
、
共

催
を

し
て

い
た

だ
き

た
い

5
月

7
日

令
和

６
年

７
月

６
日

午
前

1
0
時

～
1
2

時
松

本
市

勤
労

者
福

祉
セ

ン
タ

ー
外

国
由

来
中

学
生

及
び

保
護

者
に

高
校

入
試

に
向

け
た

進
学

説
明

会
を

開
催

日
本

の
教

育
制

度
、
県

内
の

高
校

の
種

類
、

入
試

制
度

、
帰

国
子

女
等

へ
の

特
別

配
慮

等
を

案
内

-
-

-
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
2

0
2

4
進

学
ガ

イ
ダ

ン
ス

主
催

：
公

益
財

団
法

人
長

野
県

国
際

化
協

会
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生
涯

学
習

課
 

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

ハ
テ

ル
マ

シ
キ

ナ
朗

読
会 高

橋
喜

和

未
来

を
担

う
児

童
・
生

徒
を

は
じ

め
、
多

く
の

方
々

に
、
童

話
「南

へ
飛

ん
だ

ポ
ー

」
聴

い
て

も
ら

う
こ

と
を

通
し

て
、
平

和
、
友

情
、
愛

に
つ

い
て

考
え

る
生

涯
学

習
の

場
と

す
る

た
め

。

4
月

2
3

日
令

和
6

年
7

月
2

1日
(日

)
安

曇
野

市
穂

高
交

流
学

習
セ

ン
タ

ー
み

ら
い

　
ホ

ー
ル

童
話

「
南

へ
飛

ん
だ

ポ
ー

」
の

朗
読

を
聴

き
、
平

和
、
友

情
、
愛

に
つ

い
て

考
え

る
機

会
と

す
る

た
め

。
「南

へ
飛

ん
だ

ポ
ー

」
の

朗
読

、
入

場
料

 5
0
0

円
　

（中
学

生
以

下
無

料
）

-
-

-
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
朗

読
会

「
南

へ
飛

ん
だ

ポ
ー

」
主

催
：
ハ

テ
ル

マ
シ

キ
ナ

朗
読

会

種
別

(共
催

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

明
科

い
い

ま
ち

つ
く

ろ
う

か
い

！
！

代
表

　
浅

見
郁

子

共
催

す
る

こ
と

で
、
本

会
の

活
動

が
市

民
の

生
涯

学
習

活
動

と
し

て
一

層
深

く
認

知
さ

れ
、
地

域
の

教
育

力
向

上
の

一
助

と
な

る
た

め
。

4
月

2
3

日
令

和
６

年
４

月
１
日

～
令

和
７
年

３
月

3
1
日

明
科

公
民

館
講

堂
、
調

理
実

習
室

他

安
心

安
全

で
楽

し
い

ま
ち

づ
く

り
、
市

民
の

生
き

が
い

づ
く

り
、
及

び
健

康
づ

く
り

を
推

進
す

る
た

め
、
市

民
が

集
い

共
に

考
え

る
場

を
設

け
る

。

毎
月

テ
ー

マ
を

変
え

て
地

域
課

題
に

つ
い

て
考

え
、
市

民
が

集
う

サ
ロ

ン
を

開
設

す
る

。
（「

明
科

の
良

さ
再

発
見

」
、
「
安

曇
野

で
育

ま
れ

る
発

酵
文

化
」
な

ど
）

入
場

料
　

10
0

円
ま

た
は

3
0

0
円

〇
〇

-
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
い

い
ま

ち
サ

ロ
ン

主
催

：
明

科
い

い
ま

ち
つ

く
ろ

う
か

い
！

！
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種
別

(共
催

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

安
曇

野
市

ス
ポ

ー
ツ

協
会 赤

羽
高

明

社
会

体
育

の
振

興
と

大
会

の
充

実
を

向
上

さ
せ

る
た

め
。

5
月

2
日

令
和

6
年

8
月

2
0
日

(火
)

豊
科

カ
ン

ト
リ

ー
倶

楽
部

地
域

市
民

の
健

康
保

持
と

体
力

向
上

を
目

指
す

と
と

も
に

、
地

域
市

民
相

互
の

親
睦

、
交

流
及

び
連

帯
意

識
の

高
揚

並
び

に
社

会
体

育
の

振
興

を
も

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

開
催

す
る

。

競
技

方
法

：
９

ホ
ー

ル
ス

ト
ロ

ー
ク

プ
レ

ー
（前

半
９

ホ
ー

ル
で

計
算

）
新

リ
ペ

ア
方

式
（
同

ネ
ッ

ト
の

場
合

は
年

齢
上

位
）

参
加

費
：
2
,0

0
0

円
、
プ

レ
ー

代
：
メ

ン
バ

ー
9
,1

8
0

円
、
ゲ

ス
ト

1
1
,5

8
0
円

、
募

集
人

数
：

16
0

名
（
4
0

組
）

〇
〇

〇
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
第

1
9

回
　
安

曇
野

市
民

　
豊

科
ゴ

ル
フ

大
会

主
催

：
安

曇
野

市
ス

ポ
ー

ツ
協

会

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

長
野

県
ソ

フ
ト

テ
ニ

ス
連

盟
レ

デ
ィ

ー
ス

委
員

会 倉
嶋

秀
子

生
涯

ス
ポ

ー
ツ

・
生

涯
学

習
の

一
環

と
し

て
、
ソ

フ
ト

テ
ニ

ス
の

普
及

・
振

興
を

図
る

た
め

。
大

会
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
へ

安
曇

野
市

教
育

委
員

会
名

の
掲

載
。

3
月

2
4

日
令

和
６

年
８

月
３

日
～

４
日

安
曇

野
市

豊
科

南
部

運
動

公
園

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

他
県

内
４
ヵ

所

ソ
フ

ト
テ

ニ
ス

の
普

及
・
振

興
、
及

び
競

技
力

の
向

上
を

図
る

。
ソ

フ
ト

テ
ニ

ス
の

全
国

大
会

。

年
齢

別
ブ

ロ
ッ

ク
毎

の
試

合
参

加
料

　
4
,0

0
0

円
-

-
-

基
準

第
3

条
第

2
項

に
よ

り
可

■
第

5
1
回

全
日

本
レ

デ
ィ

ー
ス

ソ
フ

ト
テ

ニ
ス

個
人

戦
大

会
主

催
：
日

本
レ

デ
ィ

ー
ス

ソ
フ

ト
テ

ニ
ス

連
盟

・
朝

日
新

聞
社
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種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

健
康

麻
将

サ
ー

ク
ル

「
縁

ジ
ョ

イ
」

岡
田

和
彦

健
康

づ
く

り
、
仲

間
づ

く
り

、
生

涯
学

習
と

し
て

の
健

康
マ

ー
ジ

ャ
ン

の
普

及
の

た
め

。
5

月
9

日
令

和
6

年
9

月
7

日
(土

)
豊

科
公

民
館

　
大

会
議

室
健

康
づ

く
り

、
仲

間
づ

く
り

、
生

涯
学

習
と

し
て

の
健

康
マ

ー
ジ

ャ
ン

の
普

及
の

た
め

。
健

康
マ

ー
ジ

ャ
ン

交
流

大
会

（
個

人
戦

）
参

加
料

：
1,

5
0

0
円

-
-

-
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
健

康
マ

ー
ジ

ャ
ン

交
流

大
会

in
安

曇
野

主
催

：
健

康
麻

将
サ

ー
ク

ル
「
縁

ジ
ョ

イ
」
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文
化

課
 

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

フ
ル

ー
ト

コ
ン

ソ
ー

ト
ソ

ノ
リ

テ
会

長
　

山
田

憲
作

文
化

・
芸

術
活

動
の

推
進

に
資

す
る

た
め

。
安

曇
野

市
民

へ
の

周
知

、
信

用
性

の
向

上
の

た
め

。

4
月

2
5

日
令

和
6

年
1
0
月

2
5

日
松

本
市

音
楽

文
化

ホ
ー

ル
・
小

ホ
ー

ル
練

習
成

果
の

発
表

と
、
フ

ル
ー

ト
ア

ン
サ

ン
ブ

ル
の

す
ば

ら
し

さ
を

知
っ

て
い

た
だ

き
、
楽

し
ん

で
い

た
だ

き
た

い
。

フ
ル

ー
ト

ア
ン

サ
ン

ブ
ル

の
コ

ン
サ

ー
ト

-
-

-
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
フ

ル
ー

ト
コ

ン
ソ

ー
ト

ソ
ノ

リ
テ

3
0

周
年

記
念

コ
ン

サ
ー

ト
主

催
：
フ

ル
ー

ト
コ

ン
ソ

ー
ト

ソ
ノ

リ
テ

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

松
本

キ
ッ

ズ
邦

楽
教

室
代

表
　

渡
辺

清
弘

箏
・尺

八
を

将
来

に
わ

た
っ

て
確

実
に

継
承

し
発

展
さ

せ
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

募
集

チ
ラ

シ
を

各
学

校
へ

配
り

、
参

加
者

を
募

る
た

め
。

4
月

1
9

日
令

和
6

年
6

月
2

2
日

～
8

月
1
0

日

（教
室

）
松

本
市

本
郷

公
民

館
（発

表
会

）松
本

市
M

ウ
イ

ン
グ

ホ
ー

ル

日
本

の
伝

統
文

化
で

あ
る

”
箏

・
尺

八
”を

将
来

に
わ

た
っ

て
確

実
に

継
承

し
発

展
さ

せ
る

こ
と

を
願

い
、
子

ど
も

達
に

体
験

習
得

し
て

も
ら

い
伝

統
文

化
に

対
し

関
心

と
理

解
を

深
め

、
豊

か
な

人
間

性
を

は
ぐ

く
む

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

中
信

地
域

の
小

学
生

～
高

校
生

の
参

加
者

を
募

り
、
箏

。
尺

八
の

歴
史

と
実

技
指

導
を

行
う

。
そ

の
成

果
発

表
と

し
て

、
コ

ン
サ

ー
ト

へ
参

加
す

る
。
ま

と
め

の
会

で
は

、
講

師
の

実
演

を
鑑

賞
し

、
そ

の
他

の
和

楽
器

も
体

験
す

る
。

-
-

-
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
松

本
ジ

ュ
ニ

ア
お

こ
と

＆
尺

八
教

室
主

催
：
松

本
キ

ッ
ズ

邦
楽

教
室

-48-



  
      

種
別

(共
催

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

早
春

賦
音

楽
祭

実
行

委
員

会
代

表
　

西
山

紀
子

音
楽

祭
を

通
し

て
、
地

域
文

化
の

向
上

の
た

め
に

寄
与

し
、
若

い
人

た
ち

の
育

成
を

担
う

活
動

と
し

た
い

た
め

。

5
月

1
日

令
和

6
年

6
月

1
6
日

安
曇

野
市

穂
高

会
館

早
春

賦
の

郷
に

ち
な

ん
で

、
音

楽
を

愛
す

る
者

が
一

堂
に

会
し

、
演

奏
・
鑑

賞
し

、
心

を
合

わ
せ

歌
い

あ
う

場
を

創
造

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
”早

春
賦

の
心

”
を

追
体

験
し

、
地

域
文

化
の

向
上

の
た

め
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

音
楽

活
動

を
行

っ
て

い
る

団
体

に
よ

る
合

唱
及

び
楽

器
の

コ
ン

サ
ー

ト
を

開
催

す
る

。
〇

-
〇

基
準

第
3

条
第

2
項

に
よ

り
可

■
第

3
9

回
安

曇
野

早
春

賦
音

楽
祭

=
本

ス
テ

ー
ジ

=
主

催
：
早

春
賦

音
楽

祭
実

行
委

員
会

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

三
角

島
ふ

る
さ

と
の

森
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
代

表
　

場
々

　
洋

介

大
勢

の
市

民
に

周
知

し
、
参

加
し

て
い

た
だ

く
こ

と
が

で
き

る
こ

と
に

よ
り

、
三

角
島

の
保

護
に

寄
与

す
る

た
め

。

5
月

1
0

日
令

和
6

年
7

月
6

日
穂

高
地

域
　

三
角

島
内

三
角

島
の

植
生

の
現

状
把

握
と

未
来

に
向

け
た

計
画

の
作

成
と

、
子

供
た

ち
と

ア
レ

チ
ウ

リ
の

駆
除

を
実

施
す

る
。

三
角

島
自

然
観

察
会

、
ア

レ
チ

ウ
リ

の
駆

除
-

-
-

基
準

第
3

条
第

2
項

に
よ

り
可

■
三

角
島

　
夏

の
観

察
会

主
催

：
三

角
島

ふ
る

さ
と

の
森

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
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子
ど

も
家

庭
支

援
課
 

 

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

株
式

会
社

長
野

放
送

企
画

事
業

局
長

　
久

保
善

一

多
く

の
方

に
周

知
を

図
り

、
子

ど
も

た
ち

や
そ

の
ご

家
族

も
一

緒
に

楽
し

み
な

が
ら

科
学

の
魅

力
を

知
っ

て
い

た
だ

く
た

め

4
月

2
3

日
令

和
６

年
９

月
1
4
日

～
1
5

日
９
/
1
4
サ

ン
ト

ミ
ュ

ー
ゼ

（
上

田
市

）
9
/
1
5
レ

ザ
ン

ホ
ー

ル
（
塩

尻
市

）

科
学

実
験

を
多

彩
な

演
出

を
加

え
て

シ
ョ

ー
ス

タ
イ

ル
で

楽
し

め
る

サ
イ

エ
ン

ス
シ

ョ
ー

。
で

ん
じ

ろ
う

先
生

の
お

も
し

ろ
実

験
を

通
じ

て
科

学
の

楽
し

さ
を

皆
様

に
知

っ
て

い
た

だ
く

た
め

「学
べ

る
だ

け
で

な
く

楽
し

い
、
楽

し
い

だ
け

で
な

く
学

べ
る

」
と

い
う

理
念

の
も

と
、
お

子
様

か
ら

そ
の

ご
家

族
ま

で
、
た

く
さ

ん
の

方
に

「科
学

」
や

「
科

学
教

育
」の

魅
力

を
お

伝
え

す
る

公
演

で
す

。
入

場
料

◆
全

席
指

定
（
税

込
）
前

売
券

3
,3

0
0

円
/
当

日
券

3
,5

0
0

円

-
-

-
基

準
第

３
条

第
２

項
に

よ
り

可

■
で

ん
じ

ろ
う

先
生

の
ド

キ
ド

キ
わ

く
わ

く
サ

イ
エ

ン
ス

シ
ョ

ー
主

催
：
N

B
S

長
野

放
送

/
ス

ー
パ

ー
キ

ャ
ス

ト

-67-



【教育委員会提出資料】 

議案第４号 教育部学校教育課 

令和６年５月 23 日提出 (課長)上條貴芳 (担当)高橋満  

  

タイトル 
県教育委員会及び市町村教育委員会相互の任免及び人事等に関する了解事

項に係る書面の取り交わしについて 

協議を要する事

項の内容 
書面の取り交わしの可否 

要旨  

説明 

安曇野市情報公開条例 （平成 18 年安曇野市条例第５号）第５条第１項第

５号に規定する自治体の実施機関等の内部における審議、検討又は協議に

関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中

立性が損なわれるおそれのある案件に該当するため非公開とします。 

 

 

 

 





 

【教育委員会定例会提出資料】 

報告第１号 教育部学校教育課 

令和６年５月 23 日提出 (課長)上條貴芳 (担当)高橋満  

  

件名 陳情の取扱いについて 

要旨 
令和６年４月定例会で保留となっていた「議案第２号 陳情につい

て」の取扱いについて報告するもの。 

説明 

１ 経緯 

 令和６年４月定例会議案第２号「陳情について」に関し、以下の

指摘があったため、議案を保留とし、陳情者へ確認することとなっ

た。 

 ＜指摘事項＞ 

(１) 通常は組織・団体名の書面を発出する場合は、「代表」「会

長」など代表権があることが明らかな肩書の者を記載する。「教

科書対策部長」は、当該団体を代表する権限を有するのか。敢

えて「教科書対策部長」で発出した理由は何か。 

(２) どのような基準で陳情を行う自治体を選定しているのか。 

(３) これまで教科書採択に関わってきた経験から考えると、陳

情の趣旨をふまえた運用であったといえる部分もある。現状の

ままでよろしいのではないか。 

 

２ 陳情者の意向 

４月 26 日照会。教科書対策部副部長住田氏回答。 

問：宛名は「教育委員」とある。教育委員会宛の陳情か、委員個

人宛の陳情か、意図を確認したい。 

答：「陳情」と題したが、教育長、教育委員、部課長等の関係各位

にこの内容を読んでいただき、各自が趣旨を踏まえて行動（教

科書採択）していただければ結構である。 

 

３ 取扱い 

・陳情者の回答は、必ずしも指摘事項(１)(２)等に応えるもので

はなかったが、その意向をふまえ、本市では宛名を「教育長、

教育委員、教育部長、学校教育課長」に読み替えて取り扱うも

のとする。したがって、行政庁としての教育委員会は、この陳

情を取り扱わない。 

・関係各位は、指摘事項にあった発出者名の妥当性等を含め、そ

の趣旨・内容を各々で評価するものとする。 

 

（以 上） 

 



 

 

 



報告第２号 教育部 

令和６年５月23日提出  

  

タイトル 安曇野市議会 令和６年３月定例会における一般質問等について 

  

要旨  市議会３月定例会の一般質問の概要等について報告するもの 

説明 

 

１ 期日 

令和６年３月４日（月曜日） 

３月５日（火曜日） 

３月６日（水曜日） 

 

 

２ 概要 

 別紙のとおり 
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令和６年３月議会 一般質問（教育関係）要旨 

◇ 辻 谷 洋 一 

終活支援の取組として、相続について考える講演会、豊科図書館チャレンジ講座「エンディン

グノート講座～自分に合った終活を知る～」が開催されたが、どのような反響があったのか。 

○教育部長 

定員20名に対し16名が参加（60代、70代が8割以上）。参加者は熱心に聴講し、活発に質問してい

た。終了後には具体的で分かりやすいと好評をいただいた。 

 

◇ 中 村 今朝子 

１ 子育て支援の拡充に関し、保育士不足が懸念される。現状と課題、これからの本市の対応に

ついて。 

２ 一時預かり保育事業の現状と課題について。 

３ 「こども誰でも通園制度」をどう充実させるか。 

○教育部長  

１ クラス担任と加配保育士は満たしているが、早朝保育と延長保育の保育士が不足している。賃

金引上げや処遇改善を行っているが現状の保育士数では対応が難しい。潜在保育士への声かけや

県外求人募集など新たな取組を検討している。 

２ 一時預かり事業は、公立７園、私立４園で実施されている。公立園では、１日３人程度受け入

れ可能で、１か月15日を限度として利用できる。本年２月１日現在の公立園の登録者数は153人、

１月末までの延べ利用人数は529人。保育士の確保が課題であり、保育補助者が重要な役割を果

たしている。市の保育補助者には、保育士への資格取得や研修への支援を積極的に行う予定であ

る。 

３ 「こども誰でも通園制度」は、一時預かり事業と組み合わせて実施することも可能であり、中

身は共通する部分が多い。双方をどのように整理して実施していくのか考えていきたい。 

※「こども誰でも通園制度」 

保育園や幼稚園などに通っていない子どもが、保護者の就労要件を問わずに保育施設を利用できる制度。

長野市では本年度４月から試行している。長野市の制度は６カ月～３歳未満の子を対象にし、利用は月１

０時間まで。県内では、ほかに飯田市、御代田町でも今年度から試行する予定 

（令和6.4.19付け、朝日新聞長野全県版,17頁）。 

 

◇ 岡 村 典 明 

１ 鐘の鳴る丘集会所の現状と今後について。 

２ 来年度迎える芸術家と高橋節郎記念美術館との関係について。 

○教育部長 
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１ 鐘の鳴る丘集会所は令和６年度に工事を完成させる計画。令和７年度からは、東京藝術大学と

京都芸術大学との連携事業で、学生らの制作、滞在等の場として使用する予定。アーティスト・

イン・レジデンス事業以外にも、①県内外の大学が、市内で行っている各種の調査等の滞在の場

として使用、②アーティスト・イン・レジデンスを一般公募により実施し、その拠点とする等の

事業を検討している。 

２ 令和６年度は高橋節郎氏の生誕110年にあたる。漆を使った表現をテーマにアーティスト・イ

ン・レジデンスの芸術家を募集している。具体的には、今後決まってくる滞在する芸術家の意向

を尊重したい。 

  

◇ 内 川 集 雄 

１ ＰＴＡ活動の中に青色防犯パトロールについて。 

２ 刑事訴訟法213条（私人による逮捕）は保護者の皆さんが青パト巡回中に対応できるんだろ

うか。 

○教育部長 

１ 青色防犯パトロールは各学校のＰＴＡを通じて保護者に協力いただいている。負担であるとの

声や必要性についての意見がある。青色防犯パトロールの在り方や車両を含めた実施体制につい

てＰＴＡと一緒に考えてまいりたい。 

２ 刑事訴訟法第213条については、警察より、犯罪や事故を目撃した場合は110番通報すること、

状況をしっかり記録することという指導を受けている。 

 

◇ 橋 本 裕 二 

１ 小・中学校の給食費について、令和６年度、市が負担を見込んでいる割合は。 

２ 就学援助の給食費支援と食材費高騰支援の合計は。 

３ 小・中学校の給食費無償化を実現するには追加的に幾ら必要か。 

４ 夏休みの児童クラブでの給食もしくは配食を開始できないか。 

○教育部長 

１ 物価高騰による保護者の経済負担の軽減を図るため給食費増額分を助成。令和６年度は給食費

の額を小学校320円、中学校375円へ増額を予定。保護者負担額は現在の小学校280円、中学校330

円を据え置き、不足する5,837万3,000円を公費で補塡。 

２ 令和６年度の就学援助制度による給食費の助成見込額は約5,100万円。令和６年度の児童生徒

給食食材費見込額は４億7,422万4,000円に対し、給食費増額負担分は5,837万3,000円で12.3％、

就学援助費分は5,100万円で10.8％、合計１億937万3,000円、23.1％の公費負担。 
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３ 無償化には追加で更に３億6,485万1,000円が必要。小学校２億2,511万1,000円、中学校１億

3,974万円。全体で３億6,485万1,000円。 

４ 夏休み中の児童クラブの昼食は弁当を持参。食中毒予防のため配慮している。現状では食物ア

レルギーなど個々に配慮が必要であり、食事の提供は難しい。児童クラブでの食事提供は、こど

も家庭庁より令和５年６月と７月に実施状況調査の結果や取組事例の通知が出されている。これ

に基づき研究している。 

 

◇ 林   孝 彦 

１ 福祉教育委員会からの不登校支援について等の政策提言をした。反映の目標と取組は。 

２ 不登校支援の進捗状況と今後の取組。 

３ 化学物質過敏症の認識を広め香害対策を講じることを要望する。 

〇教育長  

１ 政策としての効果や財源を含め実現可能性を考慮している。請願・陳情についても同様である。 

〇教育部長 

２・不登校への理解のための啓発促進や教職員スキルアップ研修を行い、学校内での理解促進に努

めている。市民も対象とした講演会なども検討していきたい。 

・教育支援センターの相談業務、情報提供などの充実、ICTの活用を図っている。教育支援セン

ターの専門職員５名に加え、教育施設連携促進コーディネーター１名を配置した。 

・子どもたちの居場所づくりを進め、公設民営の中間教室の設置の検討、民間のフリースクー

ルやそこへ通う子どもたちの保護者などへの支援も検討している。 

３ 小・中学校で啓発ポスターを掲示、啓発チラシを各家庭に配布している。職員内の学習を行う

学校もある。児童生徒を対象に過敏症の調査を実施した。健康に不安のある場合は、学校へ相談

するように周知した。 

 

◇ 増 田 望三郎 

１ 市のこども園、幼稚園と小学校の連携と接続について。 

２ 病気や経済的理由を除いた小学校年生の不登校児童数の推移と、他学年と比べた割合。 

３ 本市においては園小は接続しているのか。 

○教育長  

１ 幼児教育から小学校教育へと円滑に移行していくことは、子ども一人一人の安心、成長、自立

を保障することにつながると考えている。市内の小学校・こども園・幼稚園の交流が動き出して

おり、今後活発になると期待している。保育士と教員の連携では、こども園・幼稚園・小学校職
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員による相互の参観・連絡会等を行っている。 

○教育部長 

２ 小学校１年生の不登校児童数は令和２年で３人、学校基本調査の小学校１年生総数770人のう

ち0.39％。令和３年度は４人で総数775人のうち0.52％、令和４年度は12人で総数778人のうち

1.54％。令和４年度は、１年生が12人、２年生が14人、３年生27人、４年生が17人、５年生が37

人、６年生が44人（文部科学省：児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査）。不登

校は小学校から急に始まるものではない。こども園・幼稚園等でも似た傾向があり、不登校にな

らないような対応を両方で連携、接続して対応している。 

○教育長 

３ こども園・幼稚園・小学校・中学校の間で相互理解を深め、園児・児童・生徒に対する一貫性

のある教育を連携、協力し合って推進することを目指している。学びの連続性が自立につながり、

夢や希望を持って前向きに成長し、「未来を拓くたくましい安曇野の子ども」が育まれると考え

ている。 

 

１ 明北小の特認校化について、明北小・明科北園での保護者への意見交換会ではどういう意

見が出たのか。特認校、学区外からの入学や転入は何人ぐらいを考えているのか。 

２ 明科北園と明北小の接続、この観点でどんな園・小接続、連携がされていくか。 

３ 特認校化に当たり、市として何か予算措置や教員の加配は。 

○教育部長 

１・子どもが増えることはよいこと、魅力のある学校であること、各学年バランスよく来てくれる

とよいといった肯定的な意見があった。特に明北小学校の保護者からは、導入するのであれば

児童を積極的に受け入れ、明北小学校の特色を発信してほしいとの前向きな意見があった。 

・人数を増やすことが目的なのか、あるいは、導入後、人数が下げ止まらない場合はどうする

のか、教育内容は変わるのかなどの質問もあった。これに対し、児童数が増えることによる

効果が期待できることや、児童数の推移は検証し検討すること、教育内容は今ある教育を軸

に発展させることを回答した。 

・受入れ人数は、学年ごと、学校と協議しながら決めていきたい。学校全体としては数人程度

を想定している。 

教育長 

２・明北小学校区には、豊かな自然、協力を惜しまない地域の方々がたくさんいる。そこで育っ

た子どもたちは、自分たち自身が学びを膨らめてつくっていく力が宿っていると思う。この

子どもたちが「こんなことができた」という自信を基に、「もっとこんなことをやってみた
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い」「明日学校へ行くのが楽しみで仕方ない」と考えるようになる姿が、この自然保育との

接続の成果として与えられることが理想である。 

・２月、明北小学校の６年生が総合的な学習の時間の発表会に参加した。一人一人が自立して

堂々と意見を述べている姿に驚いた。この意味で予想もつかないような取組が展開されると期

待している。 

３ 教職員を伴走するような人材の配置であるとか、必要な予算措置は検討していく必要がある

と考えている。 

 

◇ 増 井 裕 壽 

１ 安曇野の里の裏には、湧き水探索路という場所がある。これをビオトープ（「動植物の生

息空間」。ある限定された地域に、もともとあった自然風景を復元すること。）にして保護行動をし、利

用者が学べる活用ルールをつくることを強く求める。 

２ あづみ野ガラス工房について。ガラス文化の推進をもっと市が後押しできないか。  

○教育部長 

１ 子どもたちに自然と触れ合う機会を提供するために「ちくに生きものみらい基金」を活用した

事業を展開している。このうち安曇野の里を市内の小中学生が自然観察のために訪れたのは、令

和５年度で４回、256人、運用を始めた平成30年から６年間で計22回、1,527人。安曇野の里一帯

は、多様性のある自然を観察する絶好の場所であり、本事業を活用した自然観察会を進めていき

たい。 

２ あづみ野ガラス工房に在籍する作家の方に展示の機会を提供している。ガラス工房が開催した

グラスデザインコンテストの入賞作品の展示会、ガラス工房の作家の皆さんが制作した作品の展

示を、いずれも「みらい」で行った。直近では、ガラス工房で開催された多摩美術大学の教授に

よる学生講習会の市民への一般公開につき、広報紙等でＰＲした。今後は、開設40周年記念事業

について検討してまいりたい。 

 

◇ 小 林 純 子 

１ 学校は香害やシックスクールに対してどのような対応、対策等を考えているか。 

２ 香害やシックスクールの影響を受けて、登校が困難になっている児童や関係者がいる学校

では、どのような対策を講じているのか 

３ 市内全部の学校が、香害や化学物質過敏症の児童生徒に対して、よい環境で勉強ができる

よう教育委員会としては学校全体に対してきちんとした方針を出していただきたい。 
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４ 学校や教室の空気環境の問題につき、学校環境衛生基準から見て適正な環境になっている

か。 

○教育長 

１ 学校と意識共有を図っている。学校で相談を受けた場合には、本人や保護者の話を丁寧に聞き、

状況に応じた個別対応に努める。また、学校環境衛生基準に基づく、揮発性有機化合物の室内濃

度の測定を年１回実施して、適切な環境維持に努めている。 

○教育部長 

２ 市内全ての学校では、校内へポスター設置や家庭へのチラシ配布など啓発を行っている。香り

などで登校困難を訴える児童や関係者は１校で確認したところ、日頃から教室の換気を頻繁に行

い、校内に無香料石けんや空気清浄機を設置し、香りの低減対策を行っている。ほか、一般市民

も参加可能な研修会、その動画を学級懇談会で上映するなど、香りによる体調不良の実態につい

て学ぶ機会を設けている。 

３ それぞれ最適な環境をつくれるような対応が望ましい。 

４ 小中学校と幼稚園は、学校薬剤師の助言の下、適正な環境維持に努めている。学校薬剤師の助

言の下、適正に換気をして対応している。 

 

（以 上） 
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第３号 教 育 部 こども園幼稚園課 

令和６年５月 23 日提出 (課長)佐々木 真貴 (担当係長)青嶋 梢 

  

タイトル 
安曇野市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の一

部改正について 

要旨 
安曇野市認可外保育施設児童処遇向上事業補助金交付要綱の一

部を改正し、冷暖房費の支給月を変更するもの。 

 

 

１ 趣旨 

心身ともに発達の初期にある乳幼児に対し、保育を目的とした環

境と機会を与え健全なる発育を助けるため、認可外保育事業に要す

る経費に対して交付する補助金について、冬季のみ対象であった採

暖費を、長野県の補助要綱に則り、夏季も対象とする冷暖房費に改

め、支給月を変更する。 

 

２ 施行日 

 令和６年４月１日 

 

３ 一部改正の内容 

 別添のとおり 
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  〇
安

曇
野

市
認

可
外

保
育

施
設

児
童

処
遇

向
上

事
業

補
助

金
交

付
要

綱
（

平
成

1
7
年

安
曇

野
市

告
示

第
4
9
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
定
義
）
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。
 

第
２
条
 
こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

要
教
育
・
保
育
児
童
 
児
童
福
祉
法
第
24
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
育
所
に
お
け
る
保

育
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
児
童
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24
年
法
律
第
65
号
）

第
19
条
第
１
号
に
規
定
す
る
児
童
で
、
市
内
に
住
所
を
有
す
る
者
を
い
う
。
 

(２
) 

要
教
育
・
保
育
児
童
 
児
童
福
祉
法
第
24
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
育
所
に
お
け
る
保

育
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
児
童
及
び
子
ど
も
育
て
支
援
法
（
平
成
24
年
法
律
第
65
号
）
第
19

条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
児
童
で
、
市
内
に
住
所
を
有
す
る
者
を
い
う
。
 

(３
)～

(７
) 

（
略
）
 

 

(３
)～

(７
) 

（
略
）
 

 

（
補
助
金
の
額
等
）
 

（
補
助
金
の
額
等
）
 

第
３
条
 
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
及
び
補
助
金
の
額
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

第
３
条
 
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
及
び
補
助
金
の
額
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

事
業
名
 

補
助
金
の
額
 

３
歳
未
満
児
保
育
事
業
 

月
の
初
日
に
お
い
て
入
所
し
て
い
る
３
歳
未
満
児
に
係
る
費
用
で
あ
 

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
費
用
の
合
計
額
と
す
る
。
 

(１
) 

一
般
生
活
費
 
３
歳
未
満
児
１
人
に
つ
き
月
額
9,
65
6円

 

(２
) 

冷
暖
房
費
 
３
歳
未
満
児
１
人
に
つ
き
月
額
97
0円

（
７
月

か
ら
９
月
ま
で
及
び
11
月
か
ら
３
月
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
 

た
だ
し
、
寄
附
金
そ
の
他
の
保
育
料
以
外
の
名
目
で
保
護
者
に
負

担
さ
せ
た
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
額
を
除
く
。
 

３
歳
以
上
児
保
育
事
業
 

月
の
初
日
に
お
い
て
入
所
し
て
い
る
３
歳
以
上
児
に
係
る
費
用
で
あ
 

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
費
用
の
合
計
額
と
す
る
。
 

(１
) 

一
般
生
活
費
 
３
歳
以
上
児
１
人
に
つ
き
月
額
9,
65
6円

 

(２
) 

冷
暖
房
費
 
３
歳
以
上
児
１
人
に
つ
き
月
額
97
0円

（
７
月

か
ら
９
月
ま
で
及
び
11
月
か
ら
３
月
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
 

た
だ
し
、
寄
附
金
そ
の
他
の
保
育
料
以
外
の
名
目
で
保
護
者
に
負

担
さ
せ
た
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
額
を
除
く
。
 

事
業
名
 

補
助
金
の
額
 

３
歳
未
満
児
保
育
事
業
 

(１
) 

一
般
生
活
費
 

３
歳
未
満
児
１
人
に
つ
き
月
額
9,
65
6円

 

(２
) 

採
暖
費
 

３
歳
未
満
児
１
人
に
つ
き
月
額
97
0円

（
10
月
か
ら
３
月
ま
で
の

間
）
 

３
歳
以
上
児
保
育
事
業
 

(１
) 

一
般
生
活
費
 

３
歳
以
上
児
１
人
に
つ
き
月
額
9,
65
6円

 

(２
) 

採
暖
費
 

３
歳
以
上
児
１
人
に
つ
き
月
額
97
0円

（
10
月
か
ら
３
月
ま
で
の

間
）
 

乳
児
保
育
事
業
 

乳
児
１
人
に
つ
き
月
額
18
,0
06
円
 

-84-



  

改
正
後
 

改
正
前
 

乳
児
保
育
事
業
 

月
の
初
日
に
お
い
て
入
所
し
て
い
る
乳
児
１
人
に
つ
き
月
額
18
,0
06

円
 

延
長
保
育
事
業
 

月
の
初
日
に
お
い
て
入
所
し
て
い
る
児
童
１
人
に
つ
き
月
額
2,
61
0

円
（
寄
附
金
そ
の
他
の
保
育
料
以
外
の
名
目
で
保
護
者
に
負
担
さ
せ

た
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
額
を
除
く
。
）
 

施
設
整
備
事
業
 

施
設
整
備
に
係
る
費
用
に
対
し
、
市
が
補
助
に
要
す
る
経
費
で
あ

っ
て
、
１
施
設
に
つ
い
て
、
当
該
施
設
の
整
備
事
業
費
総
額
（
寄
附

金
そ
の
他
の
保
育
料
以
外
の
名
目
で
保
護
者
に
負
担
さ
せ
た
額
が
あ

る
場
合
は
、
そ
の
額
を
除
く
。
）
の
３
分
の
２
に
相
当
す
る
額
（
１

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
又

は
1,
00
0,
00
0円

の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
 

 

延
長
保
育
事
業
 

児
童
１
人
に
つ
き
月
額
2,
61
0円

 

施
設
整
備
事
業
 

施
設
整
備
に
係
る
費
用
に
対
し
、
市
が
補
助
に
要
す
る
経
費
で
あ

っ
て
、
１
施
設
に
つ
い
て
、
当
該
施
設
の
整
備
事
業
費
総
額
の
３
分

の
２
に
相
当
す
る
額
又
は
1,
00
0,
00
0円

以
内
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第４号 教 育 部 こども園幼稚園課 

令和６年５月 23 日提出 (課長)佐々木 真貴 (担当係長)青嶋 梢 

  

タイトル 
安曇野市民間保育所等特別保育事業補助金交付要綱の一部改正

について 

要旨 
安曇野市民間保育所等特別保育事業補助金交付要綱の一部を改

正し、事業内容の明確化等を行うもの。 

 

 

１ 趣旨 

 民間保育所等の保育事業に対し、運営費を助成することにより

経営の安定を図り、もって児童福祉の向上に資するための補助金

について、交付対象事業である「障がい児保育事業」及び「低年

齢児保育支援事業」の内容を変更する。 

(１) 障がい児保育事業 

  加配の対象となる子どもを明確にする。 

(２) 低年齢児保育支援事業 

  長野県の補助要綱に則った事業内容に変更する。 

  

２ 施行日 

 令和６年４月１日 

 

３ 一部改正の内容 

 別添のとおり 
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  〇
安

曇
野

市
民

間
保

育
所

等
特

別
保

育
事

業
補

助
金

交
付

要
綱

（
平

成
1
7
年

安
曇

野
市

告
示

第
4
7
号

）

改
正
後
 

改
正
前
 

（
定
義
）
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
民
間
保
育
所
等
」
と
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
16
4

号
）
第
35
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
長
野
県
知
事
の
認
可
を
得
た
保
育
所
及
び
同
法
第
34
条
の
15
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
市
長
の
認
可
を
受
け
た
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
、
Ｂ
型

及
び
事
業
所
内
保
育
事
業
に
限
る
。
）
並
び
に
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合

的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
18
年
法
律
第
77
号
）
第
３
条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定

に
よ
り
認
定
さ
れ
た
認
定
こ
ど
も
園
及
び
同
法
第
17
条
の
規
定
に
よ
り
認
可
さ
れ
た
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
（
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
 

第
２
条
 
こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
民
間
保
育
所
等
」
と
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
16
4

号
）
第
35
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
長
野
県
知
事
の
認
可
を
得
た
保
育
所
及
び
同
法
第
34
条
の
15
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
市
長
の
認
可
を
受
け
た
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
、
Ｂ
型

及
び
事
業
所
内
保
育
に
限
る
。
）
並
び
に
認
定
こ
ど
も
園
法
（
平
成
18
年
法
律
第
77
号
）
第
３
条
第

１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
認
定
こ
ど
も
園
及
び
同
法
第
17
条
の
規
定
に
よ
り
認

可
さ
れ
た
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

２
 
「
特
別
保
育
事
業
」
と
は
、
次
の
事
業
を
い
う
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(１
) 

障
が
い
児
保
育
事
業
 
健
康
面
及
び
発
達
面
に
お
い
て
特
別
な
支
援
が
必
要
な
子
ど
も
に
対

し
て
、
教
育
・
保
育
を
担
当
す
る
職
員
を
加
配
す
る
事
業
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
 

 

(２
) 

低
年
齢
児
保
育
支
援
事
業
 
保
育
士
を
１
歳
児
４
人
に
つ
き
１
人
以
上
に
な
る
よ
う
に
配
置

す
る
事
業
 

 

（
交
付
対
象
事
業
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
３
条
 
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
と
す

る
。
 

＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
 

(１
) 

障
が
い
児
保
育
事
業
 
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
子
ど
も
に
対
し
て
、

教
育
・
保
育
を
担
当
す
る
職
員
を
加
配
す
る
事
業
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

ア
 
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
39
年
法
律
第
13
4号

）
第
２
条
第
５

項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
に
該
当
す
る
者
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

イ
 
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
28
3号

）
第
15
条
第
１
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害

者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

ウ
 
療
育
手
帳
交
付
要
綱
（
昭
和
50
年
長
野
県
告
示
第
19
2号

）
に
規
定
す
る
療
育
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る
者
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

エ
 
安
曇
野
市
障
が
い
児
教
育
保
育
実
施
要
綱
（
令
和
５
年
安
曇
野
市
教
育
委
員
会
告
示
第
20

号
）
第
６
条
に
規
定
す
る
安
曇
野
市
認
定
こ
ど
も
園
等
入
園
支
援
委
員
会
に
お
い
て
加
配
が
必

要
と
さ
れ
る
児
童
と
同
程
度
に
介
助
又
は
配
慮
を
必
要
と
す
る
者
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 

低
年
齢
児
保
育
支
援
事
業
 
「
保
育
士
加
配
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
（
令

和
５
年
８
月
24
日
５
こ
家
第
24
2号

長
野
県
県
民
文
化
部
長
通
知
）
の
別
添
に
定
め
る
「
保
育
士

加
配
支
援
事
業
実
施
要
綱
」
に
基
づ
く
次
の
事
業
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 
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改
正
後
 

改
正
前
 

ア
 
乳
児
保
育
士
加
配
支
援
事
業
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

イ
 
１
歳
児
保
育
士
加
配
支
援
事
業
 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
補
助
金
額
等
）
 

（
補
助
金
額
等
）
 

第
４
条
 
補
助
金
額
及
び
補
助
金
の
対
象
経
費
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
 

第
３
条
 
補
助
金
額
及
び
補
助
金
の
対
象
経
費
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

  
対
象
経
費
 

補
助
金
額
 

特
別
保
育
事
業
費
 

市
の
保
育
士
賃
金
等
で
算
定
し
た
額
と
実
支
出
額
か
ら
寄
附
金
そ
の
他
の

収
入
額
を
控
除
し
た
額
と
比
較
し
て
い
ず
れ
か
少
な
い
額
 

 

（
補
助
金
交
付
申
請
）
 

（
補
助
金
交
付
申
請
）
 

第
５
条
 
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
民
間
保
育
所
等
特
別
保
育
事
業
補
助
金
交
付
申

請
書
（
様
式
第
１
号
）
に
労
務
費
積
算
明
細
書
を
添
え
て
市
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

第
４
条
 
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
民
間
保
育
所
等
特
別
保
育
事
業
補
助
金
交
付
申

請
書
（
様
式
第
１
号
）
を
市
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
補
助
金
の
交
付
時
期
）
 

（
補
助
金
の
交
付
時
期
）
 

第
６
条
 
（
略
）
 

 

第
５
条
 
（
略
）
 

 

（
実
績
報
告
）
 

（
実
績
報
告
）
 

第
７
条
 
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
た
者
は
、
民
間
保
育
所
等
特
別
保
育
事
業
補
助
金
収
支
決
算
報

告
書
（
様
式
第
２
号
）
を
当
該
交
付
決
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
３
月
末
日
ま
で
に
市
長
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
６
条
 
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
民
間
保
育
所
等
特
別
保
育
事
業
補
助
金
収
支
決
算
報
告
書

（
様
式
第
２
号
）
を
市
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

（
補
助
金
の
精
算
）
 

（
補
助
金
の
精
算
）
 

第
８
条
 
市
長
は
、
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
既
に
交
付
し
た
補
助
金
の
額
と
第
７
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
確
定
し
た
補
助
金
の
額
に
差
が
あ
る
場
合
に
は
、
返
還
請
求
又
は
追
加
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。
 

     

第
７
条
 
市
長
は
、
第
５
条
の
規
定
に
よ
り
既
に
交
付
し
た
補
助
金
の
額
と
第
６
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
確
定
し
た
補
助
金
の
額
に
差
が
あ
る
場
合
に
は
、
返
還
請
求
又
は
追
加
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

別
表
（
第
４
条
関
係
）
 

事
業
の
種
類
 

対
象
経
費
 

基
準
額
 

補
助
額
 

障
が
い
児
保
育
事
業
 

障
が
い
児
保
育
事
業

の
実
施
に
要
す
る
経

費
 

安
曇
野
市
会
計
年
度

任
用
職
員
の
給
料
等

及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
（
令
和
元

年
安
曇
野
市
条
例
第

６
号
）
に
基
づ
き
算

出
し
た
保
育
士
賃
金

等
の
額
 

基
準
額
と
、
実
支
出

額
（
寄
附
金
、
子
ど

も
の
た
め
の
教
育
・

保
育
給
付
交
付
金
そ

の
他
の
収
入
額
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
額

を
控
除
し
た
額
）
を

比
較
し
て
い
ず
れ
か

少
な
い
額
 

低
年
齢
児
保
育
支
援

事
業
 

低
年
齢
児
保
育
事
業

の
実
施
に
要
す
る
経

費
 

「
保
育
士
加
配
支
援

事
業
の
実
施
に
つ
い

て
（
通
知
）
」
別
添

「
保
育
士
加
配
支
援

事
業
補
助
金
交
付
要

綱
」
別
表
に
定
め
る

基
準
額
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改
正
後
 

改
正
前
 

 
様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

様
式
第
２
号
（
第
７
条
関
係
）
 

様
式
第
２
号
（
第
６
条
関
係
）
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報告第５号 教育部 各課 

令和６年５月 23 日提出  

  

タイトル 後援依頼の教育長専決の報告について 

報告を要する事項の内容 教育長専決に伴う報告 

要旨 

課名 後援 

学校教育課 ３件 

生涯学習課 ３件 

文化課 ８件 

子ども家庭支援課 ７件 

        （詳細別紙） 

○安曇野市教育委員会の共催及び後援等に関する取扱基準（平成21年教育委員会告示第９号） 

（定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 行事 講演会、演奏会、展覧会等の集会、体育大会等の催し物をいう。 

(２) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。 

(３) 後援 行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいい、責任の負担はしないことを 

いう。 

（審査基準） 

第３条 教育委員会は、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催する行事は、共催又は後援するもの

とする。 

(１) 国又は地方公共団体 

(２) 学校又は学校の連合体 

２ 教育委員会は、前項の団体以外が主催する場合は、次に掲げる事項を満たすことが明らかに確認

できるものに限り、共催又は後援をするものとする。 

(１) 行事の内容が教育、学術、文化及びスポーツの普及向上に寄与するものであること。 

(２) 公益性のあるもので営利を目的としないものであること。 

(３) 政治活動又は宗教活動と認められないものであること。 

(４) 参加者等の参集予定範囲が市内全域又はそれ以上であること。 

(５) 入場料、参加料、出品料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に 

ついて配慮がなされており、営利事業的なものでないこと。 

(６) 団体内の親睦等が主たる目的ではないこと。 

（教育長の専決範囲） 

第４条 後援の承認について、教育長が専決できる行事は次に掲げるとおりとする。 

(１) 前条第１項に規定する行事 

(２) 過去に教育委員会が承認した行事（団体又は行事が、前条第２項の規定を満たしているか判 

断し難いものは除く。） 
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学
校

教
育

課
 

   

  

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

長
野

県
選

挙
管

理
委

員
会

委
員

長
　
北

島
靖

生

県
内

の
小

・
中

・高
等

学
校

、
特

別
支

援
学

校
の

児
童

・
生

徒
に

広
く

作
品

を
募

集
し

、
政

治
・選

挙
へ

の
意

識
を

高
め

て
も

ら
う

た
め

、
貴

委
員

会
の

後
援

が
必

要
な

た
め

4
/
5

5
月

7
日

～
8

月
2
6

日
県

内
一

円

豊
か

で
充

実
し

た
生

活
を

送
る

こ
と

が
で

き
る

社
会

を
実

現
す

る
た

め
に

は
、
立

派
な

政
治

が
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

ず
、
そ

の
た

め
に

は
、
明

る
い

選
挙

が
行

わ
れ

る
こ

と
が

最
も

大
切

で
あ

る
。
そ

こ
で

、
県

内
の

児
童

、
生

徒
の

皆
さ

ん
か

ら
明

る
く

き
れ

い
な

選
挙

の
推

進
を

に
役

立
つ

ポ
ス

タ
ー

を
募

集
し

、
明

る
い

選
挙

実
現

の
一

助
と

す
る

。

＜
明

る
い

選
挙

啓
発

ポ
ス

タ
ー

の
作

品
募

集
＞

〇
応

募
作

品
の

審
査

第
1
次

審
査

（
地

方
審

査
・
地

域
振

興
局

）
で

実
施

、
第

2
次

審
査

（県
審

査
県

選
挙

管
理

委
員

会
）
、
第

3
次

審
査

（
中

央
審

査
、
（
公

財
）
明

る
い

選
挙

推
進

協
会

及
び

都
道

府
県

選
挙

管
理

委
員

会
連

合
会

）
〇

優
秀

作
品

の
展

示
（小

・
中

・
高

等
学

校
の

部
の

第
2

次
審

査
の

1
～

3
等

作
品

を
展

示
）

1
1月

中
旬

　
（
明

る
い

選
挙

推
進

県
大

会
で

展
示

予
定

〇
〇

〇

基
準

第
３
条

第
２
項

及
び

基
準

第
４

条
第

２
号

に
よ

り
可

■
令

和
6

年
度

明
る

い
選

挙
啓

発
ポ

ス
タ

ー
コ

ン
ク

ー
ル

主
催

：
長

野
県

選
挙

管
理

委
員

会
ほ

か

専
決

日
:令

和
6

年
4

月
1
5

日
結

果
(〇

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

バ
リ

ア
フ

リ
ー

ス
タ

イ
ル

ル
ル

カ
代

表
者

　
西

條
智

香

こ
の

活
動

を
安

曇
野

市
内

の
小

・中
学

生
や

、
そ

の
保

護
者

の
方

に
知

っ
て

も
ら

う
た

め
。

4
/
1
5

５
月

1
1日

、
1
2

日
1
0

：
0
0

～
1
6

：
0
0

信
州

ス
カ

イ
パ

ー
ク

や
ま

び
こ

ド
ー

ム
障

が
い

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
楽

し
め

る
場

所
を

提
供

し
、
交

流
を

通
し

た
啓

発
活

動
を

行
う

。
地

元
作

家
や

飲
食

店
に

よ
る

手
作

り
品

の
販

売
、
体

験
（
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

）
の

提
供

〇
〇

-

基
準

第
３
条

第
２
項

及
び

基
準

第
４

条
第

２
号

に
よ

り
可

■
第

1
4

回
バ

リ
フ

リ
マ

ル
シ

ェ
主

催
：
バ

リ
フ

リ
マ

ル
シ

ェ
実

行
委

員
会

専
決

日
:令

和
6

年
4

月
1
9

日
結

果
(〇

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

中
信

地
区

陸
上

競
技

協
会

代
表

　
百

瀬
貴

中
信

地
区

の
各

小
学

校
の

児
童

が
選

手
と

し
て

参
加

す
る

た
め

。
4
/
1
9

５
月

1
8

日
長

野
県

松
本

平
広

域
公

園
陸

上
補

助
競

技
場

長
野

県
小

学
生

陸
上

競
技

大
会

の
中

信
地

区
予

選
会

と
し

て
開

催
す

る
と

と
も

に
、
中

信
地

区
に

お
け

る
小

学
生

の
陸

上
競

技
の

普
及

、
強

化
、
振

興
を

は
か

る
た

め
。

参
加

料
：1

人
1
0

0
0
円

男
子

：
4
年

～
6
年

1
0
0

m
、
5
・
6

年
1
0

0
0
m

、
5

・
6
年

コ
ン

バ
イ

ン
ド

A
（
8

0
m

H
・
走

高
跳

）、
B

（
走

幅
跳

・
ジ

ャ
べ

リ
ッ

ク
ボ

ー
ル

投
）
、
女

子
：4

年
～

6
年

1
0

0
m

、
5

・
6
年

1
0

0
0

m
、
5
・
6

年
コ

ン
バ

イ
ン

ド
A

（
8

0
m

H
・
走

高
跳

）、
B

（
走

幅
跳

・
ジ

ャ
べ

リ
ッ

ク
ボ

ー
ル

投
）、

男
女

混
合

：5
・
6
年

４
×

1
0

0
m

〇
〇

〇

基
準

第
３
条

第
２
項

及
び

基
準

第
４

条
第

２
号

に
よ

り
可

■
第

1
9

回
中

信
地

区
小

学
生

陸
上

競
技

大
会

 
主

催
：
中

信
地

区
陸

上
競

技
協

会
松

本
市

、
塩

尻
市

、
安

曇
野

市
、
大

北
、
木

曽
郡

の
各

陸
上

競
技

協
会

専
決

日
:令

和
6
年

4
月

2
2
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)
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生
涯

学
習

課
 

   

  

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

あ
づ

み
の

国
際

化
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
(A

IN
)

丸
山

　
美

枝

市
民

が
参

加
し

や
す

く
、
効

果
的

に
市

民
へ

安
曇

野
市

の
多

様
性

や
多

文
化

共
生

に
関

す
る

情
報

を
紹

介
す

る
た

め
4
/
1
6

８
月

1
1日

1
0

：
0
0

～
1
6

：
0
0

穂
高

交
流

学
習

セ
ン

タ
ー

「
み

ら
い

」

安
曇

野
市

に
は

1
,4

7
6
人

（
R

６
/
4
/
1
現

在
）
の

外
国

人
住

民
が

暮
ら

し
て

い
ま

す
。
「
世

界
に

や
さ

し
い

安
曇

野
へ

」
を

ス
ロ

ー
ガ

ン
に

、
国

籍
・
民

族
の

違
い

に
か

か
わ

ら
な

い
交

流
の

場
を

目
指

し
ま

す
。

ま
た

、
ブ

ー
ス

出
展

・
ス

テ
ー

ジ
出

演
、
多

国
籍

料
理

・
雑

貨
の

販
売

等
を

通
じ

て
、
外

国
人

住
民

の
活

躍
の

場
と

す
る

と
と

も
に

、
お

互
い

の
文

化
・
習

慣
等

を
理

解
す

る
場

を
提

供
し

て
、
多

文
化

共
生

の
推

進
を

図
り

ま
す

。

各
国

文
化

紹
介

・
体

験
交

流
・
多

文
化

共
生

に
関

す
る

情
報

提
供

・展
示

・外
国

小
物

や
食

品
販

売
等

、
安

曇
野

市
日

本
語

教
室

ブ
ー

ス
、
音

楽
や

ダ
ン

ス
等

の
民

族
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

・
防

災
体

験
・
飲

食
販

売
・
キ

ッ
チ

ン
カ

 ―
な

ど

〇
-

-

基
準

第
３
条

第
２
項

及
び

基
準

第
４

条
第

２
号

に
よ

り
可

■
あ

づ
み

の
国

際
D

A
Y

！
2

0
2

4
～

“
安

曇
野

ダ
イ

バ
ー

シ
テ

ィ
！

見
る

・
知

る
・
学

ぶ
・
食

べ
る

！
！

”
主

催
：
あ

づ
み

の
国

際
化

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

(A
IN

)

専
決

日
:令

和
6

年
4

月
1
7

日
結

果
(〇

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

あ
づ

み
の

国
際

化
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
(A

IN
)

丸
山

　
美

枝

安
曇

野
市

民
に

関
心

を
持

っ
て

い
た

だ
き

、
効

果
的

に
外

国
人

住
民

（
多

文
化

共
生

）
に

関
す

る
情

報
を

紹
介

す
る

た
め

4
/
1
6

1
0

月
2

7
日

1
3

：
3
0

～
1
6

：
0
0

豊
科

交
流

学
習

セ
ン

タ
ー

「
き

ぼ
う

」

安
曇

野
市

に
は

1
,4

7
6
名

（
R

6
/
4
/
1
)の

外
国

籍
住

民
が

暮
ら

し
て

い
ま

す
。

同
じ

住
民

と
し

て
理

解
し

あ
う

た
め

の
事

業
の

一
つ

と
し

て
、
外

国
人

等
住

民
か

ら
、
安

曇
野

市
で

生
活

し
て

み
て

の
印

象
や

気
持

ち
を

、
日

本
語

で
ス

ピ
ー

チ
し

て
い

た
だ

き
ま

す
。
こ

の
事

業
を

き
っ

か
け

と
し

て
、
住

民
一

人
一

人
の

意
識

が
変

わ
り

、
多

文
化

共
生

へ
の

理
解

を
深

め
る

こ
と

を
目

的
と

し
ま

す
。

外
国

人
等

住
民

の
希

望
者

（1
5
人

程
度

）
に

よ
る

日
本

語
で

の
ス

ピ
ー

チ
、
安

曇
野

市
民

6
0

名
程

度
参

集
予

定
〇

〇
-

基
準

第
３
条

第
２
項

及
び

基
準

第
４

条
第

２
号

に
よ

り
可

■
2

0
2

4
“
世

界
に

や
さ

し
い

安
曇

野
”
へ

 ～
日

本
語

d
e
ス

ピ
ー

チ
大

会
＆

対
話

会
主

催
：
あ

づ
み

の
国

際
化

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

(A
IN

)

専
決

日
:令

和
6

年
4

月
1
7

日
結

果
(〇

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

あ
や

め
ま

つ
り

実
行

委
員

会
実

行
委

員
長

岩
渕

義
明

地
域

の
特

色
を

活
か

し
た

体
験

や
学

び
を

通
し

た
生

涯
学

習
と

し
て

、
子

ど
も

達
の

健
全

育
成

を
図

る
た

め
。

4
/
2

6
６

月
1
5

日
～

1
6
日

ま
で

あ
や

め
公

園
、
龍

門
渕

公
園

地
域

の
お

祭
り

と
し

て
住

民
が

広
く

関
わ

り
を

持
ち

開
催

す
る

こ
と

に
よ

り
、
人

と
人

と
の

交
流

を
通

じ
て

、
地

域
の

文
化

を
育

む
こ

と
に

繋
げ

た
い

た
め

。

フ
ォ

ト
コ

ン
テ

ス
ト

、
公

園
周

辺
清

掃
イ

ベ
ン

ト
、
カ

ヌ
ー

ス
ラ

ロ
ー

ム
大

会
、
ラ

フ
テ

ィ
ン

グ
体

験
、
あ

や
め

新
緑

ウ
ォ

ー
キ

ン
グ

、
交

流
芸

能
発

表
会

な
ど

〇
〇

-

基
準

第
３
条

第
２
項

及
び

基
準

第
４

条
第

２
号

に
よ

り
可

■
第

4
0

回
安

曇
野

明
科

あ
や

め
ま

つ
り

主
催

：
あ

や
め

ま
つ

り
実

行
委

員
会

専
決

日
:令

和
6

年
5
月

2
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)
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文
化

課
 

   
 

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

桐
朋

学
園

長
野

桐
朋

会
中

南
信

支
部

代
表

　
大

橋
佐

和
美

安
曇

野
市

及
び

中
南

信
地

区
出

身
の

学
生

の
日

頃
の

成
果

を
多

く
の

方
に

聞
い

て
い

た
だ

く
た

め
。
芸

術
活

動
の

推
進

に
資

す
る

た
め

。

4
/
1
6

令
和

6
年

8
月

2
5
日

レ
ザ

ン
ホ

ー
ル

中
ホ

ー
ル

桐
朋

学
園

に
学

ぶ
若

い
未

来
の

音
楽

家
た

ち
が

日
頃

の
練

習
の

成
果

を
お

聴
き

い
た

だ
き

、
忌

憚
の

な
い

ご
批

評
を

賜
り

、
自

ら
の

励
み

と
る

た
め

。
学

生
（
桐

朋
学

園
大

学
・
高

校
）
に

よ
る

各
種

楽
器

演
奏

〇
〇

-

基
準

第
３
条

第
２
項

及
び

基
準

第
４

条
第

２
号

に
よ

り
可

■
中

信
地

区
出

身
桐

朋
学

園
在

学
生

に
よ

る
「
第

3
6

回
桐

朋
サ

マ
ー

コ
ン

サ
ー

ト
」

主
催

：
桐

朋
学

園
長

野
桐

朋
会

中
南

信
支

部

専
決

日
:令

和
6

年
4

月
1
9

日
結

果
(〇

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

「
ホ

ッ
ト

」
演

奏
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
協

会
牛

山
孝

介

多
く

の
方

に
コ

ン
サ

ー
ト

に
お

越
し

い
た

だ
く

こ
と

に
よ

り
、
芸

術
活

動
の

推
進

に
資

す
る

た
め

。
4
/
1
7

7
月

8
日

松
本

市
　

庄
内

地
区

公
民

館

子
供

が
い

る
こ

と
で

コ
ン

サ
ー

ト
に

行
か

れ
な

い
方

に
も

音
楽

に
触

れ
て

ほ
し

い
た

め
、
昼

間
に

コ
ン

サ
ー

ト
を

開
催

す
る

。
ヴ

ァ
イ

オ
リ

ン
＆

ピ
ア

ノ
デ

ュ
オ

コ
ン

サ
ー

ト
〇

〇
〇

基
準

第
３
条

第
２
項

及
び

基
準

第
４

条
第

２
号

に
よ

り
可

■
第

5
3

回
　
わ

く
わ

く
キ

ッ
ズ

コ
ン

サ
ー

ト
主

催
：
「
ホ

ッ
ト

」
演

奏
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
協

会

専
決

日
:令

和
6

年
4

月
1
9

日
結

果
(〇

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

伝
統

文
化

三
味

線
親

子
教

室
代

表
　

丸
山

知
佳

市
内

の
小

学
生

に
周

知
す

る
た

め
。
文

化
・
芸

術
活

動
の

推
進

に
資

す
る

た
め

。
4
/
1
5

6
月

3
0

日
～

1
1月

2
4
日

穂
高

会
館

伝
統

芸
の

へ
の

関
心

、
理

解
を

深
め

る
。
三

味
線

の
習

得
と

成
果

の
発

表
。

三
味

線
の

実
技

-
〇

〇

基
準

第
３
条

第
２
項

及
び

基
準

第
４

条
第

２
号

に
よ

り
可

■
伝

統
文

化
三

味
線

親
子

教
室

主
催

：
伝

統
文

化
三

味
線

親
子

教
室

専
決

日
:令

和
6

年
4

月
1
9

日
結

果
(〇

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)
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種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

松
本

深
志

岳
風

会
会

長
　

丸
山

岳
英

公
益

社
団

法
人

日
本

詩
吟

学
院

の
会

員
と

し
て

地
域

社
会

の
文

化
発

展
に

寄
与

す
る

た
め

4
/
2

4
6

月
2
3

日
ふ

れ
あ

い
ホ

ー
ル

（
豊

科
保

健
セ

ン
タ

ー
会

員
に

よ
る

詩
吟

発
表

会
会

員
に

よ
る

詩
吟

発
表

会
〇

-
-

基
準

第
３
条

第
２
項

及
び

基
準

第
４

条
第

２
号

に
よ

り
可

■
第

5
4

回
安

曇
地

区
吟

道
大

会
主

催
：
松

本
深

志
岳

風
会

専
決

日
:令

和
6
年

4
月

3
0
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

安
曇

野
吹

奏
楽

団

団
長

　
伊

澤
昭

人

演
奏

会
を

開
催

す
る

こ
と

に
よ

り
、
文

化
・

芸
術

活
動

の
推

進
に

貢
献

す
る

べ
く

、
開

催
を

広
く

周
知

す
る

4
/
2

5
9

月
1
5

日
豊

科
公

民
館

ホ
ー

ル
地

域
密

着
の

団
体

と
し

て
、
地

域
の

皆
様

に
様

々
な

音
楽

を
楽

し
ん

で
頂

く
た

め
、
演

奏
会

を
実

施
す

る
。

第
1
0

回
目

を
記

念
し

て
過

去
に

演
奏

し
た

曲
の

外
、
吹

奏
楽

曲
、
ク

ラ
ッ

シ
ッ

ク
、
ポ

ッ
プ

ス
等

を
演

奏
す

る
。

〇
-

-

基
準

第
３
条

第
２
項

及
び

基
準

第
４

条
第

２
号

に
よ

り
可

■
安

曇
野

吹
奏

楽
団

　
第

1
0

回
定

期
演

奏
会

主
催

：
安

曇
野

吹
奏

楽
団

専
決

日
:令

和
6
年

4
月

3
0
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

み
さ

と
伝

統
文

化
こ

ど
も

い
け

ば
な

教
室

代
表

　
宮

坂
香

央
利

伝
統

文
化

の
継

承
・
発

展
を

目
的

と
し

て
、
小

学
生

を
中

心
に

広
く

募
集

す
る

。
4
/
2

6
6

月
8
日

～
令

和
7

年
1
月

1
8

日

三
郷

交
流

学
習

セ
ン

タ
ー

、
三

郷
文

化
公

園
体

育
館

会
議

室
外

伝
統

文
化

「い
け

ば
な

」
を

体
験

・
習

得
す

る
こ

と
に

よ
り

、
豊

か
な

人
間

性
・
和

の
心

・
命

の
大

切
さ

を
養

う
。

い
け

ば
な

の
実

技
教

室
（９

回
）、

発
表

会
（
１
回

）
〇

〇
〇

基
準

第
３
条

第
２
項

及
び

基
準

第
４

条
第

２
号

に
よ

り
可

■
伝

統
文

化
親

子
教

室
事

業
　
「
み

さ
と

伝
統

文
化

こ
ど

も
い

け
ば

な
教

室
」

主
催

：
み

さ
と

伝
統

文
化

こ
ど

も
い

け
ば

な
教

室

専
決

日
:令

和
6
年

4
月

3
0
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)
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種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

波
田

少
年

少
女

合
唱

団
古

波
田

充

合
唱

活
動

を
通

じ
、
青

少
年

少
女

の
健

や
か

な
心

身
の

育
成

を
図

る
た

め
。
安

曇
野

市
在

住
の

中
・
高

校
生

が
団

員
と

し
て

活
躍

し
て

い
る

た
め

。

4
/
3

0
６

月
２
日

あ
が

た
の

森
文

化
会

館
ホ

ー
ル

「
心

を
一

つ
に

、
そ

し
て

愛
を

あ
な

た
へ

」
を

モ
ッ

ト
ー

に
練

習
を

重
ね

た
成

果
を

披
露

さ
せ

て
い

た
だ

く
機

会
と

し
て

、
多

く
の

方
々

に
感

謝
を

込
め

演
奏

す
る

。

指
揮

者
・伴

奏
者

・
団

員
約

4
0
名

に
よ

り
、
前

後
半

を
含

め
、
1
8

曲
を

披
露

予
定

。
入

場
料

5
0

0
円

。
〇

〇
〇

基
準

第
３
条

第
２
項

及
び

基
準

第
４

条
第

２
号

に
よ

り
可

■
ア

ン
サ

ン
ブ

ル
コ

ン
サ

ー
ト

主
催

：
波

田
少

年
少

女
合

唱
団

専
決

日
:令

和
6

年
5
月

7
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

有
明

山
語

り
の

会
会

長
　

綱
島

裕
子

安
曇

節
を

は
じ

め
と

し
た

明
治

の
教

育
文

化
を

市
民

に
伝

え
継

承
す

る
5
/
1
1

6
月

1
0

日
～

1
6
日

安
曇

野
市

役
所

1
階

東
ロ

ビ
ー

明
治

時
代

の
大

衆
文

化
の

紹
介

と
次

世
代

へ
の

継
承

パ
ネ

ル
板

と
デ

ジ
タ

ル
復

元
の

現
品

展
示

〇
-

-

基
準

第
3
条

第
2
項

及
び

第
4

条
2

号
に

よ
り

可

■
絵

馬
句

額
と

安
曇

節
パ

ネ
ル

展
主

催
：
有

明
山

語
り

の
会

専
決

日
:-

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)
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子
ど

も
家

庭
支

援
課
 

   

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

一
般

社
団

法
人

ガ
ー

ル
ス

カ
ウ

ト
長

野
県

第
3

8
団

小
林

　
昭

子

安
曇

野
市

の
子

供
た

ち
に

、
遊

び
の

場
と

企
画

・
準

備
の

場
を

提
供

し
、
体

験
活

動
を

通
し

て
青

少
年

の
健

全
育

成
の

一
助

と
し

た
い

た
め

後
援

を
い

た
だ

き
広

く
周

知
し

た
い

4
/
2

2
５

月
2
6

日
穂

高
公

民
館

講
堂

安
曇

野
市

の
子

供
た

ち
が

自
分

た
ち

で
遊

び
を

企
画

・
準

備
・
実

施
す

る
場

を
提

供
す

る
と

共
に

、
季

節
を

感
じ

、
地

域
交

流
・
異

年
齢

交
流

の
場

も
提

供
す

る
。

ゲ
ー

ム
、
ク

ラ
フ

ト
、
運

動
会

協
議

ガ
ー

ル
ス

カ
ウ

ト
の

技
術

の
体

験
参

加
料

2
0

0
円

（
保

険
、
工

作
材

料
、
お

や
つ

代
）

○
○

○

基
準

第
3
条

第
2
項

及
び

第
4

条
第

2
号

に
よ

り
可

■
安

曇
野

ガ
ー

ル
ス

カ
ウ

ト
　
み

つ
ば

ち
ラ

ン
ド

主
催

：
一

般
社

団
法

人
ガ

ー
ル

ス
カ

ウ
ト

長
野

県
第

3
8

団

専
決

日
:令

和
6
年

4
月

2
4
日

結
果

(○
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

安
曇

野
小

学
生

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

連
盟

森
　
哲

夫

教
育

委
員

会
の

後
援

に
よ

り
本

事
業

が
青

少
年

健
全

育
成

に
関

わ
る

も
の

と
認

識
し

て
も

ら
う

た
め

4
/
2

5
５

月
1
2

日
A

N
C

ア
リ

ー
ナ

教
育

的
な

環
境

の
も

と
に

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

を
通

じ
て

ス
ポ

ー
ツ

へ
の

意
識

向
上

。
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
に

よ
っ

て
小

学
生

の
体

力
向

上
と

体
力

養
成

に
つ

と
め

る
。

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

大
会

。
参

加
料

：１
チ

ー
ム

5
，
0
0

0
円

〇
〇

〇

基
準

第
3
条

第
2
項

及
び

第
4

条
第

2
項

に
よ

り
可

■
第

4
4

回
全

日
本

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

小
学

生
大

会
（
2

0
2

4
年

度
）
ア

ル
プ

ス
ブ

ロ
ッ

ク
大

会
主

催
：
（
財

）
日

本
小

学
生

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

協
会

、
日

本
小

学
生

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

連
盟

、
（
株

）
読

売
新

聞
社

専
決

日
:令

和
6

年
5
月

9
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

安
曇

野
小

学
生

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

連
盟

森
　
哲

夫

教
育

委
員

会
の

後
援

に
よ

り
本

事
業

が
青

少
年

健
全

育
成

に
関

わ
る

も
の

と
認

識
し

て
も

ら
う

た
め

4
/
2

6
６

月
９
日

三
郷

文
化

公
園

体
育

館
、
三

郷
体

育
館

、
堀

金
総

合
体

育
館

・
堀

金
小

学
校

体
育

館

教
育

的
な

環
境

の
も

と
に

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

を
通

じ
て

ス
ポ

ー
ツ

へ
の

意
識

向
上

。
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
に

よ
っ

て
小

学
生

の
体

力
向

上
と

体
力

養
成

に
つ

と
め

る
。

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

大
会

。
参

加
料

：１
チ

ー
ム

5
，
0
0

0
円

〇
〇

〇

基
準

第
3
条

第
2
項

及
び

第
4

条
第

2
項

に
よ

り
可

■
第

4
4

回
全

日
本

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

小
学

生
大

会
（
2

0
2

4
年

度
）
中

信
地

区
大

会
主

催
：
（
財

）
日

本
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
協

会
、
日

本
小

学
生

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

連
盟

、
（
株

）
読

売
新

聞
社

専
決

日
:令

和
6

年
5
月

9
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)
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種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

リ
ト

ル
リ

ー
グ

信
越

連
盟

中
南

信
ブ

ロ
ッ

ク 　
理

事
長

　
矢

口
　
正

大
会

の
開

催
地

で
あ

り
、
市

民
含

め
多

く
の

方
に

少
年

野
球

に
理

解
を

頂
く

と
共

に
子

供
た

ち
の

健
全

育
成

に
つ

な
げ

た
い

。
又

、
安

曇
野

市
の

ス
ポ

ー
ツ

活
動

振
興

の
一

助
と

し
た

い
。

4
/
3

0
５

月
2
6

日
、
６
月

２
日

高
家

ス
ポ

ー
ツ

広
場

（
安

曇
野

市
）、

平
瀬

野
球

場
（
松

本
市

）
・

セ
キ

ス
イ

ハ
イ

ム
松

本
（
松

本
市

）

全
国

選
抜

大
会

へ
の

出
場

に
向

け
、
信

越
連

盟
代

表
を

決
め

る
ト

ー
ナ

メ
ン

ト
大

会

リ
ト

ル
リ

ー
グ

全
国

選
抜

大
会

へ
の

出
場

を
目

指
し

、
信

越
連

盟
（東

北
信

２
チ

ー
ム

、
中

南
信

３
チ

ー
ム

、
新

潟
１

チ
ー

ム
）
６

チ
ー

ム
に

よ
る

ト
ー

ナ
メ

ン
ト

大
会

-
〇

-
基

準
第

３
条

第
２
項

に
よ

り
可

■
リ

ト
ル

リ
ー

グ
信

越
連

盟
　
春

季
大

会
　
J
A

共
済

杯
　
第

5
8

回
全

日
本

リ
ト

ル
リ

ー
グ

野
球

選
手

権
信

越
連

盟
決

勝
大

会
兼

第
4

3
回

N
B

S
長

野
放

送
旗

争
奪

戦
及

び
リ

ト
ル

リ
ー

グ
信

越
連

盟
第

2
4

回
イ

ー
グ

ル
大

会
主

催
：
リ

ト
ル

リ
ー

グ
信

越
連

盟

専
決

日
:令

和
6

年
5
月

9
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

環
境

未
来

株
式

会
社

安
曇

野
市

内
の

小
学

生
に

参
加

し
て

い
た

だ
き

、
自

然
環

境
や

理
化

学
分

野
へ

の
興

味
関

心
を

育
む

た
め

4
/
3

0
7

月
2
0

国
営

ア
ル

プ
ス

あ
づ

み
の

公
園

①
虫

や
微

生
物

に
興

味
が

あ
る

子
ど

も
た

ち
と

ミ
ク

ロ
の

世
界

を
観

察
し

、
自

然
環

境
へ

の
興

味
を

深
め

る
②

参
加

型
イ

ベ
ン

ト
の

企
画

に
よ

り
、
地

域
の

子
ど

も
た

ち
に

身
の

回
り

の
自

然
・
生

活
環

境
を

伝
え

、
理

化
学

分
野

へ
の

知
的

好
奇

心
を

育
む

①
『試

料
の

採
取

・
観

察
』
（観

察
後

、
レ

ポ
ー

ト
作

成
）

②
『ち

い
さ

な
発

見
コ

ン
テ

ス
ト

』
（観

察
レ

ポ
ー

ト
の

発
表

）
国

営
ア

ル
プ

ス
あ

づ
み

の
公

園
入

場
料

2
9
0

円
（1

5
歳

以
上

）

○
○

-

基
準

第
3
条

第
2
項

及
び

第
4

条
第

2
号

に
よ

り
可

■
ち

い
さ

な
発

見
2

0
2

4
in

ア
ル

プ
ス

あ
づ

み
の

公
園

主
催

：
環

境
未

来
株

式
会

社
（
共

催
：
国

営
ア

ル
プ

ス
あ

づ
み

の
公

園
）

専
決

日
:令

和
6

年
5

月
1
3

日
結

果
(○

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

公
益

財
団

法
人

長
野

県
ス

ポ
ー

ツ
協

会
長

野
県

ス
ポ

ー
ツ

少
年

団
本

部
長

　
宮

下
　

省
二

青
少

年
の

健
全

育
成

及
び

ス
ポ

ー
ツ

の
振

興
の

た
め

5
/
1
4

空
手

道
：
６
月

3
0
日

ラ
グ

ビ
ー

：９
月

2
9
日

空
手

道
：
A

N
C

ア
リ

ー
ナ

ラ
グ

ビ
ー

：市
営

牧
運

動
場

団
員

に
競

技
試

合
を

主
と

し
た

交
流

の
機

会
を

提
供

し
、

技
術

や
連

帯
意

識
の

向
上

及
び

ス
ポ

ー
ツ

少
年

団
活

動
の

活
性

化
を

図
る

。

空
手

道
：型

、
組

手
別

の
ト

ー
ナ

メ
ン

ト
戦

ラ
グ

ビ
ー

：タ
グ

ラ
グ

ビ
ー

（
１
・
２
年

生
５

人
制

）
、
ミ

ニ
ラ

グ
ビ

ー
（
３
・
４

年
生

は
７
人

制
、
５
・
６

年
生

は
９
人

制
）で

行
う

ブ
ロ

ッ
ク

戦
参

加
予

定
者

数
：
空

手
道

2
0

0
人

、
ラ

グ
ビ

ー
1
5

0
人

-
○

○

基
準

第
3
条

第
2
項

及
び

第
4

条
第

2
号

に
よ

り
可

■
令

和
６

年
度

長
野

県
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

競
技

別
交

流
大

会
（
空

手
道

競
技

・
ラ

グ
ビ

ー
競

技
）

主
催

：
(公

財
)長

野
県

ス
ポ

ー
ツ

協
会

長
野

県
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

専
決

日
:令

和
6

年
5

月
1
4

日
結

果
(○

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)
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種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

松
本

税
務

署
管

内
納

税
関

係
団

体
連

絡
協

議
会

会
長

　
神

澤
　
陸

雄
代

表
取

締
役

　
佐

倉
　
正

晃

租
税

教
育

の
一

環
と

し
て

開
催

す
る

た
め

5
/
2

1
0

月
2

6
日

松
本

市
勤

労
者

福
祉

セ
ン

タ
ー

税
金

ク
イ

ズ
大

会
を

通
じ

て
租

税
教

育
の

重
要

性
を

広
く

認
識

し
て

も
ら

う
た

め
松

本
税

務
署

管
内

の
中

学
生

が
税

金
に

関
す

る
ク

イ
ズ

に
挑

戦
す

る
○

○
○

基
準

第
3
条

第
2
項

及
び

第
4

条
第

2
号

に
よ

り
可

■
中

学
生

対
抗

税
金

ク
イ

ズ
大

会
「
第

2
1
回

ク
イ

ズ
税

金
百

科
」

主
催

：
松

本
税

務
署

管
内

納
税

関
係

団
体

連
絡

協
議

会

専
決

日
:令

和
6

年
5

月
1
3

日
結

果
(○

)
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)
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報告第６号 

令和６年度 事業進捗状況報告（懸案事項等） 

 
１ 学校教育課 

教育総務係・教育指導室・学校教育担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

教育振興基本計画 

１ 計画策定検討委員会委員の人選完了 １ 計画策定支援業務委託

公募型プロポーザル 

・５/31（金）予定 

２ 第１回策定委員会 

・６月下旬開催予定 

学校保健事業関係 

１ カウンセリングルーム実施 

 ５/19（日） 会場：穂高会館 

１ 教職員健康診断 

 ７/２（火）～７/17（水） 

就学援助事務 

１ 保護者申請締め切り 

・４/30（火） 

２ 学校取りまとめ締め切り 

・５/10（金） 

１ 認定審査・調査 

 

GIGA スクール 

１ ICT 教育推進委員会 

・４/30（火）ICT 教育講演会（信州大学 森

下准教授） 

１ ICT 教育推進委員会 

・６/３（月） 穂高西中学

校での公開授業 

・６月中旬 ICT 活用オンラ

イン研修会の開始 

コミュニティスクール

事業 

１ 学校運営協議会運営支援 

・４/26（金）堀金小 ・４/30（火）堀金中 

・５/10（金）豊科北小・５/14（火）明南小 

・５/15（水）豊科南小・５/16（木）穂高西

小 

・５/23（木） 豊科北中、明北小 

 

２ 堀金地域教育関係者連絡会 

・４/30（火） 

１ 学校運営協議会運営支

援 

・５/27（月）三郷中 

・地域学校協働本部連絡会 

 

 

２ 堀金地域教育関係者連

絡会 

・５/29（水） 

学校安全支援事業 

１ 実施事業 

・指定通学路（変更）届出書の提出 

・新小学校１年生用熊除け鈴の購入 

学校緊急無線通報システム教室名変更業務

委託作業 

・通学路における合同点検の実施及び対策進

捗状況調査作業【道路管理者（国・県）及

び安曇野警察署交通課から報告後、長野県

へ提出】 

左記以外 

・熊除け鈴配布 

・学校緊急無線通報システム

教室名変更業務実施 

・学校緊急無線通報システム

の磁界強度測定（直営） 

青色防犯パトロール 

１ 青色防犯パトロール講習会 

・５/ ９（木）穂高地域①（穂高北小学校） 

・５/13（月）豊科地域北（豊科北小学校） 

・５/14（火）堀金地域 （堀金小学校） 

・５/15（水）明科地域 （明科中学校） 

・５/16（木）三郷地域 （三郷公民館） 

・５/22（水）豊科地域南（豊科南小学校） 

１ 青色防犯パトロール講

習会 

・６/６（木）穂高地域② 

（穂高北小学校） 
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小規模特認校制度 

１ 小規模特認校制度 

・５/８（水） 明北小との打ち合わせ 

・５/24（金） 明北小学校公開日（明北小オ

ープン DAY） 

１小規模特認校制度 

・案内チラシ作成、配布 

・募集要領作成 

・６月以降募集事務開始 

不登校支援 

１ 教育施設連携促進コーディネーターの活

動状況  

・民間施設等訪問件数 ７件 

・学校訪問による事業説明と民間施設等を利

用する児童生徒の状況把握、情報交換６校 

・５/14（火）第２回不登校対策推進チーム連

絡会出席 

左記以外の予定 

・６月上旬までに事業説明・

情報交換の学校訪問を実

施。以降は施設定期訪問か

ら得た児童生徒の状況等

を情報共有していく。 

 

・教育支援センター、民間施

設等利用する児童生徒向

け・保護者向けスマートフ

ォンとの付き合い方・活用

方法を考える教室を企画 

 ６月実施予定 

キャリア教育 

１ 安曇野市中学生キャリアフェスティバル

の開催 

・キャリアフェスティバル事前説明会 

 （５/20（月）22（水）31（金））参加事業

所 47 社。堀金中学校５/24（金）参加企

業・事業所 35 社 

 

２ キャリア教育の推進（小中一貫教育重点

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 

・明科中学校区 クローバー研修 ５/13 

 

１ 安曇野市中学生キャリ

アフェスティバルの推進 

・学校関係者向け説明会 ６

/11（火） 

・事前学習スタート 

 

２ キャリアパスポートを

活用した小中一貫教育の

推進（明科中学校区） 
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２ 学校給食課 
 

学校給食担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

 

給食センター総務費 

１ 給食センター更新計画策定に向けた取組 

・計画策定委託業者の決定（５/13（月）） 

１ 地産地消の取組み 

 

 

学校給食費会計公会計

事業 

１ 令和６年度給食費第１期振替 ５/31

（金） 

 

１ 令和６年度給食費 

小学校 320 円/食 

（うち保護者負担 280 円） 

中学校 375 円/食 

（うち保護者負担 330 円） 

 

各給食センター管理運

営事業 

１ 所管する学校へ安心で安全なおいしい給

食を提供できるように、施設及び調理環境

の整備の実施（各センター） 

 

２ アレルギー対応食３者協議会（保護者、

学校、給食センター）協議会の実施（各セ

ンター） 

 

３ 栄養士の学校訪問開始（各センター） 

 

４ コンテナ更新購入入札（５/21（火） 南

部給食センター） 

 

５ センター紹介動画（調理風景等）を豊科

北小学校参観日に PTA の研修会で上映（中

部給食センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 南部給食センター コ

ンテナ更新購入入札、仮契

約６月議会に提出予定 

 

堀金給食センター設備

更新事業 

１ 堀金学校給食センター厨房機器等更新工

事（５月） 

・電力盤設置工事 

・温水ボイラー設置工事 

１ 堀金給食センターの休

止（３/18～12 月）予定 
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３ 生涯学習課  

社会教育係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

中央公民館事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第１回安曇野市人権教育推進委員及び人権 

教育指導員の合同会議 

・５/23（木）午後６時 30 分～８時 15 分 

豊科公民館ホール 

推進委員 107 名、指導員 60 名 

研修会：犯罪被害者とその家族の人権について 

講師：長野県人権啓発センター 

人権啓発・相談員 町田秀敏氏 

２ 公民館職員研修会（地域づくり推進研修） 

「公民館・社会教育講座」 

・５/27（月）午後１時 30 分から３時 30 分 

本庁舎大会議室、講師：県生涯学習推進センター 

３ 地区公民館活動補助金 ６/５（水）概算払 

４ 安曇野市企業人権教育推進協議会・研修会 

・６/18（火）午後３時～５時 本庁舎大会議室 

 

豊科生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

豊科公民館事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ アルプス区スマホ講座 

・５/23（木）午前 11時～ アルプス区公民館  

２ 体躯部長会議  

・５/23（木）午後７時～、豊科勤労者総合体育館 

３ 菊づくり講座 

・６/４（火）午前９時 30 分～11 時、豊科公民館 

４ 豊科の宝講座②・６/11（火）、講堂 

５ リコーダー講座・６/13（木）午前 10 時から 11 時 30 分、大会議

室 

６ 豊科地域公民館球技大会（①ソフトボール・② 

ワンバウンドふらばーるバレー） 

・６/16（日）午前７時～11 時  

①高家スポーツ広場・県民豊科運動広場 

②豊科北中体育館・豊科勤労者総合体育館 

 

 

第２回目：６/20

（木） 

穂高生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

穂高公民館事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 防災講座「地域の防災減災対策を具体的に 

学ぶ」※地区公民館役員研修を兼ねる 

・５/30（木）午後７時～ 穂高公民館 

２ 地区公民館対抗ソフトボール・９人制バレーボール大会 

・６/16（日）午前７時 15 分、有明運動場、西穂高運動場、穂高西中

グランド、穂高総合体育館 

３ 納涼祭実行委員会② 

・７/４（木）午後７時～ 穂高公民館 

 

 

 

 

 

 

 

３ ８/３（土）

午後４時 30 分

～８時、穂高会

館駐車場にて

開催 
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三郷生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

三郷公民館事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 令和６年度三郷公民館長寿命化工事入札 

（建築一式工事・一般競争）５月 14 日（火）執行 

２ 三郷地域春季スポーツ大会（ボッチャ大会） 

・５/26（日）午前８時、三郷文化公園体育館 

３ 普通救命講習 

・６/８（土）午前９時～正午、三郷公民館講堂 

 ※三郷地域地区公民館役員受講 

４ 自然教室 植物の知恵光合成のメカニズム 

・６/12（水）午後１時 30 分～、ゆりのき学習室 

５ 三郷まなび隊①(プログラミング) 

・６/22（土）午前 10時～、三郷公民館講義室 

６ けん玉チャレンジ①開講式 

・６/30（日）午後２時～、三郷公民館講堂 

 

６月１日から令

和７年３月まで

貸館休止 

堀金生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

堀金公民館事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「初心者向け・菊づくり物語」 

・ ５/30（木）午前９時 30 分～ 堀金公民館 

２ 童謡・唱歌・心の歌を歌いましょう 

・ ５/30（木）午後１時 30 分～ 堀金公民館 

３ シニア向けスマホ教室 

・ ５/31（金）午後１時 30 分～ 堀金公民館 

４ 作って楽しむ 食卓にもう一品料理講座 

・６/15（土）午後５時～、堀金公民館調理実習棟 

５ シニア健康づくり② 

・６/19（水） 

６ 堀金のお宝発見講座「古文書から学ぶ 拾ケ堰開削者達の苦悩」 

・６/28（金）午前 10時～、堀金公民館会議室 

 

明科生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

明科公民館事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 新緑コンサート（女性 Vocal とのピアノのしらべ） 

・５/23（木）午前 10時～ 明科公民館講堂 

２ 明科いいまちつくろうかい 

（発酵文化について学ぶ） 

・５/28（火）午後１時 30 分～ 講堂 

３ 青少年自然体験講座「ふるさとたんけん隊」① 

「森の自然たんけん」 

・６/１（土）午前８時 30 分～午後４時  

  国営アルプスあづみの公園 大町・松川地区 

４ 明科の魅力再発見ロゲイニング大会 

・６/８（土）午前８時～午後０時 30 分 

５ 初夏のカヌー体験 

・６/８（土）午前 10時～午後４時、龍門渕公園 

６ 安曇野の地形と人々の生活 

・６/12（水）午後１時 30 分～３時、明科公民館講堂 

７ 初夏のコンサート「くつろぎのジャズ」 

・６/20（木）午後３時～４時 30分、明科公民館講堂 

８ 健康麻雀教室  

・６/28（金）午後１時～５時、明科公民館会議室 
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４ 文化課 
         文化振興担当 

事業 現    況 今後の取り組み 

芸術教育普及事

業 

1. 安曇野 AIR2024 

・５～10 月：東京藝大出身の作家３名による、滞在、制作、市民

との交流、展示 

・５/28（火）作家の市長面会・広報取材 

・展示 

 10/10（木）～22

（火） 

 みらい展示ギャラ

リー 

2. 京都芸術大学アートプロジェクト 

・５月～２月：京都芸術大学大学院生による滞在、市民とのアー

トプロジェクト製作・展示 

・５/25（土）、26（日）市内リサーチ 

 

3.能楽教室 

・６/18（火） 穂高東中学校 10:50～12:40 

・６/19（水） 穂高南小学校 10:50～12:25 

 

4.新進音楽家コンサート 

・オーディション ７/７（日） 

・あづみの新進音楽

家コンサート 2024 

12/７（土） 

5.熊井啓顕彰事業 

・ミニシアター「日本列島」 ５/15（水） 

 

6.ミュージアム活性化事業 

・美術館博物館年間予定表 

 小中学生を同伴した保護者の入館料を無料とするパスポートの

発行(全児童・生徒へ配布) 

４月 23 日（火）配布 

４月利用者 70 人 

 

7. ０歳からのミニコンサート 

・第１回 ５/31（金）(みらい)竹内一恵、川井優奈 

 

文化団体補助事

業 

1.『安曇野文化』刊行 

・第２回編集委員会 ７/19（金） 

 

 

2. 国営アルプスあづみの公園早春賦音楽祭 

・５月 12日（日）開催 

 

3. 信州安曇野薪能 

・入場券販売 ６/１（土）～ 

 

4. ちくに生きものみらい基金充当事業 

・５/14（火）豊科東小１・２年 国営アルプスあづみの公園 

・５/29（水）豊科北小４年 穂高クリーンセンター外 

・５/30（木）穂高西小４年 穂高クリーンセンター外 

・６/20（木）堀金小４年 穂高クリーンセンター外 

 

文化振興総務 
1. 博物館協議会 

・第１回 ５/17（金）10:00～ 

 

指定管理施設の

事業 

1.豊科近代美術館春の特別展 

・貌(かたち)＆象(かたち) SILVA MATER ―森は母―木下五郎彫

鍛金展 ５/１（水）～６/２（日） 

・大規模委改修工事

のため、６月３日

から令和７年８月

下旬（予定）まで

休館 

2.田淵行男記念館 

・田淵行男賞写真作品公募 第１回実行委員会 ４/18（木） 

・田淵行男細密画展「安曇野の蝶」 ４/23（火）～６/９（日） 

・細密画展 安曇野の蝶 館長講座「細密画の蝶とその生態」５

/25（土） 午後３時から 
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豊科近代美術館

大規模改修工事 

工事入札：５/14（火） 

工事期間：令和６月～令和７年７月 

休館期間：令和６年

６月３日～令和７年

８月下旬 

共催事業 
安曇野さんぽ市 

５/18（土）、19（日）、穂高交流学習センター みらい 
 

 

博物館担当 

事業(懸案事項) 現    況 今後の取り組み 

豊科郷土博物館

教育普及事業 

１ 春季企画展「はくせい動物園」 

・会期：２/23（金・祝）～５/19（日） 

２ 企画展関連講座「芸能人は歯が命！はくせいは目が命！」 

・期日：４/13（土） 参加者：25 人 

３ 企画展関連講座「ツキノワグマを知ろう！」 

・期日：４/29（月・祝） 参加者：20人 

 

貞享義民記念館

教育普及事業 

１ 葵曇会「心展」 

・会期：４/25（木）～５/26（日） 

１ 下田忠壽写真展 

 昭和の稲作 

・会期：６/７（金） 

～22（土） 

文書館施設運営

管理事業 

１ 重要文書等収集・整理（公開資料点数） 

・公文書 52,182 点、地域資料 52,660 点(４月末現在) 

(４月新規点数/公文書 695 点、地域資料 73 点) 

 

文書館教育普及

事業 

１ 前期企画展「今に繋ぎ、伝えてきた区の史実」 

・会期：５/12（日）～８/30（金） 

１ 文書館運営審議

会 

・期日：６/10（月） 

文化財保護係 

事業（懸案事項） 特記事項 今後の取り組み 

文化財保全事業 
１ 安曇野市文化財保存活用地域計画 

・策定支援業者と打ち合わせ（随時） 

・アンケート調査 

・ワークショップ 

埋蔵文化財発掘

調査事業 

１ 国道19号の歩道拡幅に伴う明科遺跡群明科廃寺に係る長野国

道事務所との保護協議 
 

 

図書館係 

事業(懸案事項) 現    況 今後の取り組み 

特別整理による

休館 

（蔵書点検） 

堀金図書館：５/27（月）～６/３（月） 

豊科図書館：６/３（月）～６/10（月） 

三郷図書館：６/10（月）～６/17（月） 

明科図書館：６/17（月）～６/24（月） 

中央図書館：６/24（月）～７/１（月） 

 

中央図書館 

１ 映画上映会 

 「穂高を愛した男 宮田八郎 命の映像記録」 

・６/14（金）  みらい  午後６時～ 
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５ 子ども家庭支援課 

子ども子育て政策係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

児童クラブ整備

事業 

１ 教室改修工事等の進捗状況 

・豊科東小  被服室改修設計 ２/19（月）～６/19

（水）（延長） 

・明南小   普通教室改修設計完了 ４/30（火） 

１ 教室改修工事等の進捗状況 

・豊科東小 

 被服室改修工事発注予定 ７

月 

・明南小 

 普通教室改修工事発注予定 

７月 

第３次安曇野市

子ども・子育て支

援事業計画策定

業務 

１ 子ども・子育て会議 

・５/21（火）南安曇教育文化会館 午前９時 30 分 

 

黒沢洞合自然公

園整備事業 

１ 実施設計業務 

・履行期間 ３月～９月 

１ 安曇野市黒沢洞合自然公園

整備検討委員会 

・６/19（水）共用会議室 307 

午前 10 時～ 

あづみの自然保

育ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ事

業 

１ 園庭田んぼ事業有明あおぞら認定こども園田植

え 

・５/16（木）９時～ 

 

子育て給付係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

「物価高騰家計

支援給付金(子育

て世帯分)」給付

事業 

１ 福祉課で支給する住民税非課税世帯等を対象と

した給付金受給世帯に 18 歳以下の児童がいた場

合、「こども加算」として対象児童１人当たり５万

円を支給 

１ 令和６年３月下旬から申請

を受け付け、随時支給中。５

月末が申請期限。 

児童青少年係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

豊科児童館整備

事業 

 １ 豊科中央児童館解体工事 

・６月上旬から６月下旬まで 

青少年育成環境

整備事業 

１ 第１回青少年センター運営委員会 

・４/26(金) 会議室 201 午後１時 30 分 

１ 子ども学芸クラブ会議 

・５/28(火) 共用会議室 305 午

後２時 

青少年体験事業  １ 江戸川区花火大会（８月）

参加者募集 

・６/28（金）まで 

子ども会育成会

支援事務 

１ 均等割補助金申請、安全共済会申込受付 

・５/７（火）まで 

 

２ 活性化補助金申請受付 

・５/24（金）まで 

１ 第２回常任委員会 

・６/４(火) 共用会議室 307 午

後７時 

 

２ 長野県子ども会育成連合会

定時総会 

・５/24（金） 長野ターミナル

会館 午前 10 時 15 分 
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放課後子ども教

室実施事業 

１ 幼児安全法講習会、スタッフ会 

・５/８（水）、９（木）大会議室 午前９時 

 

２ わいわいランド実施 

・５/15（水）以降、毎週水曜日 

 

子ども家庭相談担当〈子ども発達支援相談室〉 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

児童発達支援事

業 

１ 遊びの教室 

・５月は５回実施 

こあら（１歳児）穂高（５/９（木）、21（火）） 

こあら（１歳児）豊科（５/10（金）） 

いるか（２歳児）穂高（５/13（月）、27（月）） 

 

２ 発達相談日（親子であっぷっぷ） 

・５月は８回実施（５/１（水）、８（水）、10（金）、15（水）、        

16（木）、22（水）、24（金）、29（水）） 

 

３ 運動発達相談日（はいはいたっち） 

・５月は３回実施（５/９（木）、17（金）、31（金）） 

 

４ ことばの相談日 

・５月は１回実施（５/７（火）） 

 

５ 親子で遊ぼう教室 

・５月は１回実施（５/20（月）） 

 

６ 子育て学習会 

・５月は４回実施（５/17（金）、24（金）、29（水）、31（金）） 

 

１ 遊びの教室 

・６月は５回の実施を予定 

 

 

 

 

２ 発達相談日 

・６月は５回の実施を予定 

 

 

３ 運動発達相談日 

・６月は３回の実施を予定 

 

４ ことばの相談日 

・６月は３回の実施を予定 

 

５ 親子で遊ぼう教室 

・６月は１回の実施を予定 

 

６ 子育て学習会 

・６月は４回の実施を予定 
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６ こども園幼稚園課 

保育幼稚園担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

園庭芝生化事業 三郷南部認定こども園 

 ・５/13（月）  ※雨天５/15（水） 

 ・午前９時 30分から 

 ・三郷南部認定こども園 園庭 

 ・芝生の種まき 、ケヤキのお披露目 

※３歳以上児 

※春、種まきを行い、運動

会に間に合わせる 

 

 

自然保育講演会 自然保育講演会の開催 

 

自然の中で子どもたちが学び、育つためにどのような保育

を考え、実践できるのか等をテーマとした講演会を開催す

る。 

 

日時 ７/５（金） 午後１時 30分から午後３時 30 分 

場所 豊科公民館ホール 

講師 小西 貴氏（写真家。エコカレッジ「ぐうたら村」

共同代表） 

演題 「森からのまなざし～森で考えてみたこどものそだ

ち」 

参加費 無料 

定員 200 名 

保護者・保育士・安曇野市にお住まいのどなたでも聴講可

能 
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